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平成２９年塩尻市議会９月定例会 

産業建設委員会会議録 
 

○日  時 平成２９年９月１４日（木） 午前１０時 

○場  所 全員協議会室 

○審査事項 

議案第 １号 平成２８年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費

６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１

項労働諸費２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、

１１款災害復旧費 

議案第 ５号 平成２８年度塩尻市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

○出席委員・議員 

       委員長   金子  勝寿 君     副委員長   中野  重則 君 

        委員   柴田   博 君       委員   丸山  寿子 君 

        委員   永井  泰仁 君       委員   篠原  敏宏 君 

        議長   金田  興一 君 

○欠席委員 

       なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

       省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

       議会事務局長   竹村  伸一 君   議会事務局次長   横山  文明 君 

       庶務係主事    二木  義文 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前 ９時５８分 開会 

〇委員長 それでは、おはようございます。定刻より若干早いですが、全員おそろいですので、ただいまから９

月定例会産業建設委員会を開会いたします。 

本日の委員会は、委員全員が出席しております。 

この際申し上げます。審査に関する発言については、委員、職員とも全てマイクを使用していただきますよう

お願いします。 

それでは、審査に入る前に理事者から挨拶があれば、お願いいたします。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

○副市長 おはようございます。大変お忙しいところ、産業建設委員会をお開きをいただきましてありがとうご

ざいます。２８年度決算審査ほか、議案を御提案申し上げてございます。よろしく御審査をお願い申し上げます。 

○委員長 では、本日の日程を申し上げます。当委員会に付託された議案は、別紙委員会付託案件表のとおりで

す。本日の日程については副委員長から説明いたします。 

○副委員長 おはようございます。今回の委員会につきましては、本日とあすの２日間行います。現地視察は予

定をしておりません。 

なお、懇親会につきましては、９月定例会最終日に１７時４５分から中村屋で予定されていますので、よろし

くお願いをいたします。 

○委員長 それでは、審査を行います。なお、発言に際しては議事の円滑な進行のため、委員長の指名を受けた

者のみ発言とします。議事進行への御協力をお願いいたします。また議案の審査案件に関係のない職員の退席を

認めます。 

それでは、審査に移ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１号 平成２８年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費６

目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労

働諸費２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款

災害復旧費 

○委員長 議案第１号平成２８年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中、歳出４款衛生費中１項保健衛

生費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費

２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費について審

査を行います。なお、審査は区分して行います。 

議案第１号を議題といたします。説明を求めます。 

○下水道課長 それでは、決算書１５２、１５３ページ、説明資料につきましては６２ページをお願いをいたし

ます。４款１項６目環境保全費のうち１５３ページの上から４つ目の白丸、合併処理浄化槽設置事業であります。

この事業は、公共下水道、農業集落排水の集合処理区域外の方が合併処理浄化槽を設置する場合に所定の補助を

行うものでございます。上から２つ目の黒ポツ、合併処理浄化槽設置事業補助金として７人槽２基、１０人槽１

基を設置者に対して２９９万８，０００円の補助を行ったものでございます。 

続きまして１５６ページ、１５７ページ、説明資料につきましては６４ページをお願いをいたします。２項１

目し尿処理費でございます。この費用につきましては、衛生センターへ搬入された農業集落排水の汚泥、合併処

理浄化槽の汚泥、し尿を前処理いたしまして、西部汚水幹線へ圧送している経費でございます。 

１５７ページの上から２つ目の白丸、し尿処理施設管理費のうち一番上の黒ポツ、消耗品費３２７万２，３２

６円でございますが、これにつきましては、活性炭、ポリ硫酸第二鉄液等の購入が主なものでございます。それ

から４つ下の黒ポツ、電力使用料６２６万７，２９５円でございますが、処理棟、管理棟、井戸からのポンプア
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ップ等の稼働に要した電力使用料でございます。それから２つ下の黒ポツ、営繕修繕料７５６万９，７２０円で

ございますが、前処理設備部品交換工事として破砕機のオーバーホール、ドラムスクリーンの部品交換、スクリ

ュープレスの部品交換を行ったものでございます。それから１２下の黒ポツ、機械設備点検業務委託料６３７万

２，０００円でございますが、自動扉の点検、し渣袋詰め装置の点検、深井戸ポンプ等の点検を行ったものでご

ざいます。それから４つ下の黒ポツ、衛生センター運転管理業務委託料１，０２９万２４０円でございますが、

衛生センターの運転、保守点検業務を日本クリーンアセスに委託したものでございます。 

その下の白丸、衛生センター設備長寿命化事業の設備改修工事２，１７６万２，０００円でございますが、中

央監視装置の機器設置及び撤去、制御プログラムソフトの作成を行ったものでございます。私からは以上でござ

います。 

○産業政策課長 それでは、２枚おめくりいただきまして、決算書の１６０ページ、１６１ページをお開きくだ

さい。あわせまして、決算説明資料の６６ページをごらんください。 

５款労働費１項労働諸費１目労政費の主な事業について説明いたします。備考欄の上から３番目の白丸、労働

者福祉対策事業は、決算額６，４６４万５，６０４円でございます。その下の黒ポツ、中小企業退職金共済掛金

補助金２９３万円余は、中小企業者退職金共済等の掛金を支払った事業者に対しまして、１３９事業所５１６人

分の掛金の一部を補助したものでございます。その下の黒ポツ、勤労者福祉サービスセンター運営補助金８００

万円は、朝日村、山形村からの負担金２３７万３，０００円を合わせて交付したものでございます。成果といた

しまして、２８年度末で８２６事業所３，１３１人の会員がおりまして、中小企業で働く皆様の福利厚生の充実

に寄与しております。１つ下の黒ポツ、勤労者住宅建設資金融資利子補給金２２０万円余は、市内に住宅を新築、

増改築または住宅用地を購入するため長野県労働金庫から資金の融資を受けた勤労者に対しまして利子補給金を

補助するものであり、３７件の実績がございます。１つ下の黒ポツ、労働対策振興費補助金１４５万円は、塩尻

地区労働者福祉協議会への事業補助でございまして、労福協フェスティバルや福祉施設奉仕、駅前清掃などの勤

労者福祉活動に取り組む事業へ補助したものでございます。続きまして２つ下の黒ポツ、勤労者福祉資金融資預

託金５，０００万円は、勤労者等を対象といたしました限度額３００万円、返済期間１０年以内、資金使途に応

じた低利な貸付利息をするための原資を金融機関に預託したものでございます。平成２８年度は１２件、融資額

で１，７６６万円のあっせん実行額となっております。 

次の白丸にまいります。雇用対策事業は、決算額３，７１１万５，４７５円でございます。上から４つ目の黒

ポツ、若年者就業サポート委託料３００万円は、塩尻市在住または塩尻市内の事業所への就業を希望する若年無

業者や非正規労働者を対象に生活や雇用相談、スキルアップ講座や職業訓練等を就労トレーニング支援員が実施

することで市内における若者雇用の増加を図ることを目的としております。特定非営利活動法人ジョイフルへ委

託したものでございます。成果としまして、２４人を就労支援し、１２人が就職しております。また、自己表現

方法の習得やパソコンなどのスキルアップ講座を実施しまして、延べ７４０人が受講しております。続きまして

２つ下の黒ポツ、次世代技術開発促進事業委託料１，７６８万円余は、子育て女性の復職支援セミナー及びイン

ターンシップ等、直接的に就労支援を行う事業を塩尻市振興公社へ委託したものでございます。塩尻市振興公社

在宅就労支援部門ＫＡＤＯにおいてテレワーク業務関連機材等の整備を進め、新たな業務の迅速な受託体制の整

備を進めました。成果といたしまして、本年３月末現在でございますけれども、実数として８３人がテレワーカ
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ーとして就労をしております。また、２８年度の受注金額は、対前年比２２５．５％の２，７２９万７，０２７

円でございます。なお、財源につきましては、国の地方創生推進交付金、補助率２分の１を活用しております。

おめくりいただきまして、決算書の１６２ページ、１６３ページをお開きください。１つ目の黒ポツ、塩尻地区

労務対策協議会補助金６６万６，０００円は塩尻地区労務対策協議会への補助金で、新規就労者研修会や高校生

を対象とした就業意識啓発セミナー、学校教職員と地元企業との情報交換会や企業視察等を開催したものでござ

います。その下のシルバー人材センター補助金１，３４３万円余は、シルバー人材センターの運営に係る補助金

でありまして、朝日村からも負担をいただいております。成果といたしまして、３月末現在で７０４名の会員が

おります。平成２８年度の契約金額は、対前年比１０２．４％の３億７，３００万円余りになっております。 

その下の白丸です。技能者褒賞事業は、決算額１９万９３７円でございます。１つ目の黒ポツでございますが、

記念品代１４万５，０００円余ですが、技能褒賞者８名の記念品代となっております。 

その下の白丸、実践型地域雇用創造事業、決算額１，９２３万１，５８０円でございます。４つ目の黒ポツ、

雇用創造協議会負担金１，９２０万円は、地域の雇用拡大を目指し、国、厚生労働省でございますが、国が全額

負担する委託事業を実施するため、塩尻市雇用創造協議会への負担金であります。総委託費は５，３８４万円で

ございますけれども、交付金が交付されるまでの間、事業を継続するために市が一部を負担しております。なお、

この負担金は年度内に事業清算金といたしまして市へ全額戻し入れをしております。この事業でございますけれ

ども、１０名の職員を採用いたしまして、塩尻インキュベーションプラザ内に事務所を構え、平成２８年度末の

雇用人数を目標６０人と定めて事業を実施し、実績数値では５６人となりました。なお、本年度平成２９年度事

業につきましては、２８年度の実績を踏まえ、国の評価委員会での審査の結果、事業は継続をしており、２９年

度が３カ年の最終年度となります。成果でございますけれども、決算説明資料６７ページ上段の実践型地域雇用

創造事業の成果をごらんください。主なものとしまして、１つ目ですけども、求職者向けのセミナーを延べ４４

６名が受講し、１１人が就職をしております。２点目、事業主向けセミナーを延べ２４４社が受講し、３０名が

就職しております。３点目、就職面接会を開催し、８０名の求職者が参加し、９名が就職をしております。 

それでは、決算書に戻りまして、次の白丸でございます。雇用対策事業（繰越）をごらんください。こちらの

事業ですけれども、決算額１，７９０万６，２１８円は、国の２７年度補正予算、地方創生加速化交付金、補助

率１０分の１０を活用した事業でございます。１つ目の黒ポツ、女性就労支援事業委託料６８９万８，０００円

は、在宅就労やリモートワークを目指す女性ワーカーの技術力向上のための実習や資格取得を行いまして、さら

に実践的なワーカー育成を目指し、ＩＣＴ企業の実際の業務を行うことで、より高付加価値の仕事を受給できる

体制と質の高いワーカーを数多く登録しておく体制を構築する事業を塩尻市振興公社へ委託したものでございま

す。成果といたしましては、先ほども申し上げましたとおり、女性のテレワーカー、また仕事のですね、受注金

額とも増加をしております。その下の黒ポツ、実践型インターンシップ負担金９３１万８，０００円余は、学生

向け実践型インターンシップ事業として、学生向けにプロモーションや事前研修を実施するとともに、インター

ンを受け入れる企業に対して補助金を交付し、塩尻地区労務対策協議会へ負担金を支出したものでございます。

その成果といたしまして、１０社が１９名の学生を受け入れまして、４週間から６週間までのインターンシップ

を実施し、企業へ新規ビジネスの提案等を行っております。その下の黒ポツ、人材環流イベント出展等参加負担

金５０万円は、首都圏に在住勤務する社会人に対し市が実施するプロフェッショナル人材就業促進事業や地方創
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生移住関連施策等を周知することによりまして塩尻市への人材環流を促進するため、東京でトークセッション等

を開催した事業に対する負担金として塩尻商工会議所へ交付いたしました。続いてその下の黒ポツ、人材還流促

進補助金６０万２，０００円は、市内の中小企業が首都圏等からプロフェッショナル人材を受け入れることによ

り、市内における中小企業の経営体質の強化、経済の成長等に資するため、受け入れに必要な民間人材ビジネス

事業者へ支払う手数料の一部を補助したものでございます。平成２８年度は、２つの企業に対して補助しており

ます。なお、人材のマッチングにつきましては、県の事業と連携をして実施をしております。その下の黒ポツ、

Ｗｅｂサイト改修業務負担金５８万８，１５５円は、塩尻商工会議所がＷｅｂサイトを改修するために大学生を

インターンシップとして受け入れまして、雇用や人材に関するアンケート調査を行う負担金として交付をしてお

ります。５款労働費の説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長 丁寧に説明ありがとうございました。 

それでは、質疑を行います。委員より御質問ありますか。 

○篠原敏宏委員 今の労働費の関係で、説明資料でいうと６６、６７ページ、２点お伺いをしたいと思います。

１点目は、若者サポートステーションの運営を行うジョイフルの関係ですが、この課題の中に若者のニートや引

きこもり等に対する就労支援というふうにありますが、その皆さんをどのように把握をされているわけでしょう

か。それはジョイフルのほうで具体的に多分訪問とか情報収集をしていると思いますが、それはどのようにして

こういう対象者を把握をしているか。それが１点目。１つずつでいいですか。 

○委員長 まとめてお願いします。 

○篠原敏宏委員 もう１点は、次の雇用創造協議会の１０名雇用っていう関係ですが、その皆さんの雇用期間と

雇用したときの身分というかは、どのような状況になっていますか。この２点を。 

○産業政策課長 まず１点目のジョイフル等で行っております事業のですね、若者やニート、引きこもり等に対

する対象者のいわゆる把握でございますけれども、こちらはですね、ジョイフルさんが把握する分もございます

し、市への相談もあります。また、こういったですね、支援組織をネットワーク化しておりまして、そこでです

ね、情報を共有することによって把握に努めているところでございます。 

また、２点目のですね、テレワーカーの雇用形態でございますけれども、こちらはですね、市がテレワーカー

に事業を委託する形で行っております。私からは以上です。 

○委員長 先に補足で。 

○産業政策課長 大変失礼をいたしました。雇用創造協議会の雇用形態でございますけれども、協議会が職員を

ですね、雇用する形で進めております。雇用形態につきまして申し上げますと、今のところですね、職員が１０

名ございまして、事業推進員として３名、実践支援員として合わせてですね、５名雇用をしている形でございま

す。 

○委員長 正規か非正規かってことですよね。 

○産業政策課長 身分はですね、正規雇用をしておりますが、雇用期間でございますが、事業がですね、今年の

３月３１日で終わりますので、そこで雇用は一旦切れるような形になっております。 

○篠原敏宏委員 その皆さんは、雇用が切れるっていうか、雇用契約をして、それで３年間の雇用契約、最長３

年間ですか、国の補助金が終わった時点で一応雇用契約はなくなるという形で、そういう理解でよろしいですか。 
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○産業政策課長 この３年間の事業をもちまして雇用形態は終わることでございまして、今後のあり方について

は、今検討を進めているところであります。 

○委員長 よろしいですか。 

○篠原敏宏委員 その皆さんは、皆さんの就労支援をするのが仕事のそういう皆さんですよね。非常にスキルや

能力が高い皆さんだっていうふうに私は理解します。そういうことの中では、その皆さんが今度は次の生活のス

テージを塩尻市にぜひ置いていただくっていう、そういう方向や投げかけっていうのは、何か市とのかかわりで

はやっておられるか。 

○産業政策課長 当然ですね、ここで培いましたスキルがありますので、それを生かせるような形でですね、今

後につなげてまいりたいと考えております。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○丸山寿子委員 今のところの若者支援のところですけれども、ジョイフルのほうの事業として、１つは、さっ

きもおっしゃったように市内在住とか雇用でされている方たちの研修というのもありますが、ニート、引きこも

りに対する必要がさらに強化が必要だってありますけれども、そちらのほうの部分の参加者といいますかは、前

年比といいますかね、傾向としてどのようになっているか、わかれば教えてください。 

○産業政策課長 済みません。ちょっと前年比のですね、数値、把握しておりませんので、後ほどお答えをさせ

ていただきます。 

○委員長 じゃあ、もし資料があれば、午後でも結構ですのでお願いします。 

○永井泰仁委員 １６３ページの塩尻地区労務対策協議会の補助金の６６万６，０００円ですが、これは市内企

業の視察等ということでしたが、具体的にどのような企業を視察され、大体参加人数は何名くらいか説明してく

ださい。 

○産業政策課長 お時間を要しまして、申しわけございません。こちらですけれども、参加人数はですね、９名

で、企業のほうは６社訪問をしてございます。 

○永井泰仁委員 これ、補助金６６万６，０００円で６社で、しかも９名程度ということですが、いずれにして

も事業に対しての補助金ですが、これにはですね、昔はよく企業のＰＲを兼ねたパンフレット等も作成していた

と思うんですが、今はそういうことはやっているかどうか。 

○産業政策課長 今はですね、フォーラム等は印刷物等の配布はしておりません。大変申しわけない、先ほどの

質問、お答えをですね、１つ訂正させていただきますと、インターンシップですね、２回開催しておりまして、

１回目が６社９名で、２回目開催をしておりまして、そちらのほうがですね、５社１０名となっております。 

○永井泰仁委員 昔に比べて参加人数も減ってきていますが、今までの補助はですね、各企業の宣伝用の冊子も

入れてつくるということでしたが、大した金額ではございませんけれども、６６万６，０００円の内容をですね、

もっと充実した内容で事業に対して補助を出していくというふうに、また労対協のほうとですね、よく事業の内

容のすり合わせをしていただいて、効果の出るようにやってほしいということで、要望で結構です。 

○産業政策課長 承知いたしました。現在、補助金の見直しも市で進めておりますので、今、委員御指摘の点も

あわせまして見直しを進めてまいります。 

○柴田博委員 １５３ページの合併処理浄化槽ですけれども、これ、毎年何基かずつあるわけですけど、２８年
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度分については３基ということですが、どの辺に設置したのかということと、どんな建築物に対して浄化槽をつ

けたのか、それからあと補助率は、単純に計算すれば１基１００万円程度ですけど、どれくらいの割合なのか、

その辺をお願いします。 

○下水道課長 場所につきましては、東山、木曽平沢、北小野地区の３件ということでございます。補助率につ

きましては、基本的には受益者負担金等ございます。工事費から下水道の受益者負担金を控除した額を補助する

ということでございます。基本的には、それで合併処理浄化槽の条例に基づいて補助をしているということでご

ざいます。 

○柴田博委員 ということは、受益者負担金の分だけ設置者は自分で負担するという、そういうこと。 

○下水道課長 そのとおりでございます。 

○柴田博委員 もう１点。説明資料の６４ページの下のところにし尿処理の関係が出ていますが、それぞれ受入

料、し尿と農集・公共下水道汚泥、浄化槽汚泥とあるんですけど、これの市内と市外の内訳がわかったら教えて

ください。 

○下水道課長 市内でございますが、２，９４６トンでございます。 

○柴田博委員 合計が。 

○下水道課長 市内だけでございます。市内が２，９４６トンでございます。市外、朝日村でございますが、１

３７トンということでございます。 

○柴田博委員 それは、し尿も農集も浄化槽でも全部一緒にしてっていう話。 

○下水道課長 今のにつきましては、し尿と合併処理浄化槽の汚泥でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 はい。いいです。 

○委員長 ほかにございますか。よろしいですかね。 

それでは引き続き、次は６款農林水産業費についての説明を求めます。 

○農業委員会事務局長 それでは、決算書１６４、１６５ページ、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会

費をお願いいたします。この経費につきましては、農業委員会で活動しています経費であります。 

２つ目の白丸、農業委員活動費１，７４８万２，２３０円であります。１つ目の黒ポツ、農業委員報酬１，５

８３万１，９９６円につきましては、農業委員３０名の報酬であります。 

それから、下のほうに移りまして４つ目の白丸、農業委員会事務局諸経費２０２万２３５円につきましては、

９つ目の黒ポツ、農地地図情報検索システム業務委託料９８万２，８００円につきましては、農業委員会事務局

の窓口等で使用しております農地基本台帳と土地課税マスターとの照合及び市の地番図データを農地地図情報シ

ステム用に変換加工し、農地管理システムにインストールしたものです。その下の黒ポツ、画像セットアップ業

務委託料３１万３，２００円につきましては、同じく農業委員会事務局の窓口で使用しております農地管理シス

テムに最新の航空写真データをインストールしたものであります。私からは以上です。 

○農政課長 続きまして、２目農業総務費をお願いいたします。 

○委員長 花岡課長、着座で。長いと思いますので。 

○農政課長 お言葉に甘えまして、着座にて説明をさせていただきます。上から２つ目の白丸、農業総務事務費
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１，２００万１，０００円余でございます。こちらにつきましては、農業振興、農業再生の事業推進に係る事務

諸経費でございます。主なものといたしましては、おめくりいただきまして決算書の１６６ページ、１６７ペー

ジをごらんください。下から４つ目の黒丸、登記書類作成委託料３６万７，０００円余でございます。こちらに

つきましては、宗賀地区における地籍調査に係る誤り訂正等の土地測量図の作成１件分の委託料でございます。

委託先は、一ノ瀬周司土地家屋調査士事務所でございます。 

続きまして、３目農業振興費をお願いいたします。上から２つ目の白丸、園芸産地基盤強化等促進事業費１，

２２４万８，０００円余でございます。こちらにつきましては、あわせて決算説明資料６８ページ上段をごらん

いただきたいと思います。主なものといたしましては、決算書の一番上の黒丸、野菜価格安定事業補助金９００

万円でございます。こちらの事業につきましては、野菜生産出荷安定法に基づきまして農畜産業振興機構から野

菜価格が暴落した際に補給金が支払われる野菜価格安定制度がございますが、その基金造成に係る生産者負担の

軽減を図るため、レタス、キャベツ、白菜など、指定野菜の平成２８年度の出荷量に応じまして案分いたしまし

て、ＪＡ塩尻市、ＪＡ洗馬に対してそれぞれ支払ったものでございます。１つ飛ばしまして、その下の黒ポツ、

農地地力向上対策事業補助金１５６万２，０００円でございます。こちらの事業につきましては、レタス根腐れ

病の拡大防止や、化学肥料低減に向けたエン麦、ライ麦、ヘイオーツ、ソルゴーなどの緑肥種子購入補助でござ

いまして、補助率は３分の１以内となっております。両ＪＡからの実績報告に基づき支払われたものでございま

して、平成２８年度は６３０戸１３９ヘクタール分の実績となっております。一番下の黒丸、環境保全型農業直

接支払事業補助金１４８万６，０００円余でございます。こちらの事業につきましては、化学肥料、化学合成農

薬を慣行レベルから５割以上低減した上で、地球温暖化防止また生物多様性保全に効果が高い営農活動に取り組

む販売農家を直接支援する国の事業でございます。負担率につきましては、国が２分の１、県、市が４分の１ず

つといった形になっておりまして、平成２８年度につきましては２件、１８．６ヘクタールで取り組まれた活動

に対して交付をさせていただいております。 

次の白丸、畜産振興事業１１４万５，０００円余でございます。こちらの事業は、主に高ボッチ公共牧場の維

持管理及び地域の畜産振興事業費でございまして、高ボッチ公共牧場につきましては、平成２８年度１６頭が放

牧されております。一番下の黒丸、家畜損害防止対策事業推進協議会負担金４０万９，０００円でございます。

この事業は、塩尻、山形村、朝日村の１市２村で構成される家畜の傷病死廃損害低減と畜産振興を図る広域連携

協議会であります家畜損害防止対策事業推進協議会の負担金となっております。 

○森林課長 次の白丸、有害鳥獣駆除対策事業１，３３１万１，２８７円でありますけれども、この中の２つ目

の黒ポツ、臨時職員賃金２５８万９，４３０円、これにつきましては、有害鳥獣パトロール員３名と、それから

カラス捕獲おりの管理員１名、計４人分の賃金であります。下から５つ目になります黒ポツ、有害鳥獣駆除対策

協議会負担金６７８万７，０００円は、有害鳥獣被害の防止対策を実施しております市対策協議会への負担金で

ありまして、協議会ではサル追い払い事業や有害鳥獣の駆除、個体数調整を実施しております。昨年度の駆除実

績を申し上げますと、クマ１９頭、イノシシ４７頭、ニホンジカ１２５頭、ニホンザル１４３頭、ハクビシン、

キツネ、タヌキ等の小動物が６３匹、カラス６２４羽となっておりまして、傾向としてはニホンザルが前年より

減少をいたしましたけれども、ほかのものについてはほぼ例年並みの駆除が行われております。以上でございま

す。 
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○農政課長 続きまして、決算書をおめくりいただきまして、１６８ページ、１６９ページをごらんいただきた

いと思います。備考欄一番上の白丸、ぶどうの郷づくり等推進事業２，７８６万２，０００円余でございます。

こちらの事業につきましては、決算説明資料６８ページ中段もあわせてごらんいただきたいと思います。事業内

容でございますが、特産のブドウを中心に果樹総合産地としての維持発展を図るために、果樹棚整備、施設整備、

苗木の導入支援、果樹共済の掛金負担軽減を図る事業となっておりまして、補助率につきましては、果樹棚導入、

まずブドウ棚につきましては、新設が３分の２、更新が２分の１、ブドウ以外の果樹棚につきましては、新設が

３分の１、更新が４分の１以内となっておりまして、上限は支給上限で１５０万円となっております。また、こ

の事業につきましては、２つ目といたしまして、苗木導入補助といたしまして２分の１以内、上限１５０万円、

さらに、３つ目の事業といたしまして、ハウス等設置事業、３分の１以内の補助率で上限３００万円という事業

内容になっております。一番上のですね、１つ目の黒丸、果樹園整備促進事業補助金２，２７６万９，０００円

でございます。果樹園整備といたしまして、平成２８年度は全てブドウ棚の設置の申請でございました。新設１

３件、更新が７件、合計２０件、面積にいたしますと８．８へクタールに相当する整備に対しまして補助をさせ

ていただきました。また、２つ目の果樹苗木導入補助でございますが、平成２８年度は６件の申請がございまし

て、数にして１万５，２２４本の補助をさせていただいております。また、３点目のハウス等設置補助の実績で

ございますが、平成２８年度は５件の申請をいただきまして、面積につきましては６，８７７平米に相当する面

積のハウス設置補助をさせていただいております。その下の黒丸、果樹共済加入推進事業補助金５０９万３，０

００円余でございます。こちらの事業につきましては、果樹共済加入促進のため、果樹共済掛金の２分の１を補

助するものでございます。実績といたしましては、平成２８年度、市内２８９戸の農家が掛金を支払っておりま

して、加入率は４０．８％となっております。なお、参考までに申し上げますと、国の加入率は２４．２％、長

野県の加入率は２２．５％となっておりまして、塩尻市の４０．８％は大変高い加入率となっております。 

次に、２つ目の白丸、中山間地域等直接支払事業２，８４４万６，０００円余でございます。主なものといた

しましては、下から２つ目の黒丸、中山間地域等直接支払交付金２，８１９万３，０００円余でございます。こ

の事業は、生産条件が不利な中山間地域等におきまして、市と協定を締結した集落を対象に耕作条件の不利補正

としての交付金を交付しまして、農業生産の維持を図りながら農業の多面的機能を確保する国の事業でございま

す。負担割合は、国県市ともに３分の１ずつの負担となっております。平成２８年度の実績でございますが、１

９集落と協定を結びまして、面積にいたしまして１５０．８ヘクタールの取り組みに対する支払いとなっており

ます。 

次に、３つ目の白丸、農作物自給率向上事業１，１２０万６，０００円余でございます。こちらの事業につき

ましては、食料自給率向上のため、荒廃農地の予防と解消を支援するほか、国の米の需給調整及び経営所得安定

対策を推進したものでございます。主なものといたしましては、下から３つ目の黒丸、経営所得安定対策直接支

払推進事業補助金７４３万２，０００円、米、畑作物、水田活用の直接交付金で、平成２５年産から農業者戸別

所得補償制度を改め、経営所得安定対策と呼んでいるものでございます。次の黒丸、信州ひすいそば導入支援補

助金５１万９，０００円でございますが、こちらの事業につきましては３年間の時限措置でございます。種子購

入費用の２分の１補助を２８年度、最終年度として行いました。県の野菜花き試験場が１０年かけて開発をいた

しました信州ひすいそばでございます。平成２８年度につきましては、市内２件の申請がございまして、面積に
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して１８．７ヘクタールで取り組みがなされ、その種子購入費用の補助をさせていただいております。次に一番

下の黒丸、畑作物作付補助金１５８万３，０００円でございます。こちらの事業につきましては、平成２７年度

から国が支給対象者を認定農業者などに限定をしたことから、非該当となる方々を対象に国助成額の９割相当を

本市独自施策として給付することにしたものでございます。平成２８年度の実績でございますが、４５件１５８

万３，０００円の支給実績となっております。 

次の白丸、農業経営体育成支援事業３，０５３万８，０００円余でございます。こちらの事業につきましては、

説明資料の６８ページ下段もあわせてごらんいただきたいと思います。事業内容でございますが、担い手の育成

確保、地産地消や集落営農の促進、また食農教育等を支援するものでございます。主なものといたしましては、

下から６つ目の黒丸、農業者育成研修補助金７５万円、こちらにつきましては、塩尻志学館高校が海外研修を実

施しております。この一部を補助するものでございまして、平成２８年度は５名の生徒さんが研修に参加をされ

ております。なお、平成２９年度でございますけれども、３名が参加をいたしまして、１名の職員が初めて随行

をさせていただいているという状況でございます。次に、下から４つ目の黒丸、共同利用機械施設等導入事業補

助金３００万９，０００円でございます。この事業は、機械導入促進による労力省力化、また認定農業者の認定

促進、それから集落営農団体の組織化促進のための補助事業でございまして、補助率は２分の１以内となってお

ります。補助要件は、認定農業者５戸以上で構成される団体でございまして、支給上限は２００万円、平成２８

年度は５件の支給実績となっております。その下の黒丸、新規就農者補助金６１９万６，０００円でございます。

こちらの事業は、定年就農のインセンティブとなるよう６５歳以下の者が市内で新たに就農するために必要な機

械等の購入補助でございまして、補助率は２分の１、支給上限は１００万円となっております。平成２８年度に

つきましては１３件の申請がございました。その下の黒丸、青年就農給付金１，５００万円でございます。こち

らの事業は、今年度から国が名前を改めまして農業次世代人材投資資金といっているものでございます。事業内

容といたしましては、４５歳未満の経営が不安定な就農初期段階の就農者を支援するものでございまして、支給

額は年１５０万円、１人当たり最長７年間の支給となっております。平成２８年度の実績でございますが、１０

件の実績となっております。次に一番下の黒丸、担い手確保・経営強化支援事業補助金３００万円でございます。

この事業につきましては、次世代を担う経営感覚にすぐれた経営体を育成するために、意欲ある農業者に対しま

して経営発展に必要な農業用機械等の導入を支援する国事業でございます。国の採択を受けました事業主体は、

サントリーの子会社でございますジャパンプレミアムヴィンヤード塩尻でございまして、農機の購入と垣根の設

置事業に対する国補助事業となっております。補助内容でございますが、融資残で事業費の２分の１以内という

要件になっております。具体的な内容でございますが、農機といたしましては、乗用モア１台、ＳＳ１台、ジッ

パー１台、また垣根の設置につきましては７０アール整備しておりまして、その支援を行ったところでございま

す。 

続きまして次の白丸、農業再生推進事業４８０万９，０００円余でございます。こちらにつきましては、決算

説明資料の６９ページの上段もあわせてごらんいただきたいと思います。上から２つ目の黒丸、ワイン銘醸地振

興事業委託料３８８万２，０００円余でございますが、人材育成と科学的な視点からブドウとワインの品質向上

を図る事業でございます。具体的には、市内１３圃場のブドウ果汁のサンプリング調査を行いまして分析にかけ、

成分の調査を行いました。その事業とともに、ナイアガラの早摘みワインの商品化を進めました。また、塩尻志
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学館高校との連携事業を促進いたしまして、志学館高校のメルシャン連携支援をしております。また、塩尻ワイ

ン大学の企画運営、また受講生の醸造免許取得支援、また起業支援などの多岐にわたる事業を委託しております。

委託先は、元酒類総研研究員が代表を務めますＵｎｉｔｅｄ Ｓａｋｅ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ、東京港区でご

ざいます。次に、一番下の黒丸、農業再生ネットワーク会議負担金７５万円でございます。事業内容は塩尻ワイ

ン大学の運営に対する負担金となっておりまして、平成２８年度は３年次、企業経営をテーマに延べ２２日開校

しております。成果といたしましては、今年度になってからワイン大学の受講生１名がワイン特区を活用し北小

野で創業を開始しております。平成２８年度の参加者は２６名でございました。 

次に、下から２つ目の白丸、農業公社運営補助金２，６００万円でございます。主な事業といたしましては、

農作業支援事業、こちらにつきましては耕起作業３．６ヘクタール、また収穫作業１３．３ヘクタールを実施し

ております。２つ目といたしまして、労働力支援事業、ねこの手クラブでございます。延べ支援時間につきまし

ては、４万時間超となっております。３つ目といたしまして、営農組合の栽培管理、大豆につきましては３４．

２ヘクタール、そばについては１２．４ヘクタールの実績となっております。４つ目といたしまして、農地利用

円滑化事業、優良農地の売買案件を県の農業開発公社に仲介をしております。そのほか、農産物加工販売などを

行っております。 

次に、一番下の白丸、農産物流通促進事業４２０万５，０００円余でございます。こちらの事業につきまして

は、農業再生プロジェクトの域内流通網構築に取り組むコーディネーター２名の人件費と車両リース等諸経費と

なっております。平成２８年度の学校給食の地元産比率でございますが、野菜については３１．７％、果物につ

きましては２７．９％でございまして、野菜につきましては価格高騰の影響を受けまして発注減となりましたが、

果物につきましては前年対比４．１％のアップとなっております。私からは以上でございます。 

○産業政策課長 それでは、おめくりいただきまして１７０ページ、１７１ページをお開きください。一番上の

白丸、総合６次産業化促進事業は、決算額６９０万５，８６０円でございます。一番下の黒ポツ、ワイナリー等

設置事業補助金６６８万４，７００円は、市内におけるワイナリーの整備を促進することによりワイン産業の振

興を図るため、ワイナリーの新築、増築または改築を行う者に対し固定資産税相当額を補助するものでございま

す。２８年度は、２８年秋にオープンいたしましたサンサンワイナリーを運営する社会福祉法人サン・ビジョン

に対しまして、土地７筆、建物２棟、償却資産の固定資産税相当額を第一年度でありますので１００％補助した

ものでございます。私からは以上です。 

○農村整備担当課長 続きまして、４目農村総合整備費でございます。最初の黒ポツ、農業集落排水事業会計繰

出金２億５，０２９万４，０００円でございます。こちらにつきましては、一般会計から総務省基準に基づきま

して農業集落排水会計のほうへ繰り出ししたものでございます。以上です。 

○農業委員会事務局長 ではその下、５目農地流動化促進活動事業費をお願いいたします。農地流動化促進事業

１，７５０万８１円であります。この事業につきましては、７つ目の黒ポツ、中核農家等育成規模拡大事業奨励

金１，６３８万８，９００円が主なものとなります。この事業につきましては、市の中核農家等育成規模拡大事

業奨励金交付要綱に基づきまして、規模拡大を目指します生産性の高い農業経営を目指します５０アール以上の

耕作をしております中核農家に対しまして、農地を３年間以上借り入れした農家等につきまして奨励金を交付す

るものであります。平成２８年度につきましては、１２１ヘクタール１８７戸の個人及び法人等へ交付をしたも
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のであります。 

○農村整備担当課長 続きまして、６目農地費をお願いいたします。上から２つ目の白丸、土地改良事業１億６，

１３５万円余でございます。決算説明資料では６９ページの下段にございます。この事業は、各地区各改良区か

らの要望に基づきまして、農業生産基盤の施設整備や支援を行ったものでございます。次に、下から５つ目の黒

ポツ、設計委託料１８９万円でございます。これにつきましては、工事請負費等明細書の５９ページに詳細がご

ざいます。北熊井地区、塩尻東２期地区の桟敷と金井の３地区におきます用排水路の更新工事の実施設計と洗馬

妙義地区の畑かん更新事業の計画を策定するために長野県土地改良事業団体連合会に業務を委託したものでござ

います。続きまして、１枚めくっていただきまして、決算書１７２、１７３ページの備考欄をお願いいたします。

上から１つ目の黒ポツ、農業農村基盤整備工事２６カ所２，５９６万６，０００円余でございます。こちらにつ

きましては、地元要望による農道や水路改修等の整備を行ったものでございます。補助事業が３カ所、治山事業

が２３カ所となっております。詳細は、工事請負費等明細書の６ページから８ページにございます。５つ飛ばし

まして黒ポツ、多面的機能支払交付金事業補助金になります。６，７６１万１，０００円余でございますが、こ

ちらの事業につきましては、地域の農地農業用水の保全と質的向上を図る共同活動を支援する事業でございまし

て、従来の農地水でやっていた上西条、下西条地区に加え、北小野地区２地区、またあと各改良区、市内の改良

区が加わりまして９地区で実施しております。１つ飛ばしました黒ポツ、土地改良事業地元負担金等軽減補助金

５，９１０万７，０００円余でございますが、この事業は、農林漁業資金償還助成の借入金５６件分の償還金で

ございます。 

次の白丸、減渇水対策施設維持管理事業１，８４９万円余でございますが、こちらにつきましては、国鉄減渇

水対策施設のポンプやため池等２４カ所の稼働及び維持管理修繕に要する経費でございます。３つ目の黒ポツ、

営繕修繕料３２１万９，０００円余でございますが、こちらにつきましては、東山水系や竹ノ入水系の送水管の

漏水修理、みどり湖方面のほうの送水管の空気弁の補修等９件の修繕を行っています。 

次の白丸、ため池耐震化事業４，５５０万８，０００円でございます。決算説明資料では７０ページ上段にご

ざいます。１つ目の黒ポツ、設計委託料１，３６０万８，０００円でございます。片丘の雨洞のため池と宗賀の

本山ため池の堤体の耐震調査２カ所と小坂田池、町村大沢池、野村八幡池、相吉ため池４カ所のハザードマップ

の作成を行ったものでございます。あわせて、工事請負費等明細書の５９ページの下段、下のほうに詳細がござ

います。２つ目の黒ポツ、県営ため池耐震化事業負担金３，１９０万円でございます。こちらの事業は、県営み

どり湖耐震化工事に伴う負担金でございます。国５５％、県３４％、市１１％負担となりまして、工事費２億９，

０００万円、市の負担分の１１％となっております。 

次の白丸、国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業１，９２５万８，０００円でございます。決算説明資料

は７０ページ中段にございます。１つ飛ばしました黒ポツ、県営農業農村整備事業負担金１，７６０万円でござ

いますが、この事業につきましては県営事業２件の負担金でございまして、１件目は、県営農道整備事業としま

してアルプスグリーン道路の舗装改良工事となっておりました５カ年計画でありまして、平成２８年度、最終年

度となりまして完了となっております。２件目といたしまして、県営農村地域防災減災事業、下小曽部の本村堰

地区でございます。こちら農業用河川工作物の応急対策分と土砂崩壊防止、用排水路整備の工事分となっており、

河川工事のほうは２９年度まで延びましたが、この６月に一応完了しております。 
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続きまして、７目農村公園管理費に移りたいと思います。白丸、農村公園管理諸経費２９２万６，０００円余

でございますが、こちらは農村総合整備事業によって整備されました農村公園６カ所の施設維持管理経費となっ

ております。下から３つ目の黒ポツ、農村公園管理委託料１９７万１，０００円余でございますが、市内の農村

公園の地元やシルバー等への管理の委託費になっております。 

続きまして、８目土地改良施設維持管理適正化事業費でございます。一番下の白丸、土地改良施設維持管理適

正化事業７８３万６，０００円余でございますが、こちらの事業につきましては、土地改良施設の機能保全を図

る事業でございまして、５年間拠出することで有利な事業展開に活用できるというものでございます。１つ飛ば

しまして黒ポツ、設計委託料４９万６，０００円余でございます。こちらにつきましては、塩尻送水機場楡沢方

面のポンプ施設更新工事の実施設計業務委託を実施しております。工事請負費等明細書の６０ページをごらんい

ただきたいと思います。続きまして、その下の黒ポツ、ポンプ施設維持工事費５４９万７，０００円余でござい

ます。こちらにつきましては、工事請負費等明細書の８ページをごらんいただきたいと思います。先ほどの塩尻

送水機場楡沢方面ポンプの更新工事となっておりまして、事業完了後、事業費の９割が長土連から戻る仕組みと

なっております。私からは以上です。 

○森林課長 それでは、おめくりいただきまして１７４、１７５ページをお願いいたします。２項林業費１目林

業総務費でございまして、決算説明資料は７０ページの下段となっております。右側備考欄、上から２つ目の白

丸、林業被害防止対策事業諸経費１，６１４万５，６１４円でありますが、これについては、松くい虫などの病

害虫や熊、カモシカなどの野生鳥獣によります被害防止対策事業に係る経費であります。上から２つ目の黒ポツ、

消耗品費１７７万２８０円についてですが、松くい虫被害を予防するための樹幹注入剤の購入費でありまして、

昨年度、学校、保育園、公園、文化施設等の公共施設におきまして、それぞれ管理担当課が選定しました守るべ

き松、約１００本に対しまして予防措置を実施したものでございます。４つ目の黒ポツ、森林づくり推進支援金

事業委託料１，２８４万４４４円でありますけれども、このうち松枯損木処理業務委託料５０件７７９万６，８

４４円は、昨年度におきまして合計５０件で１４９本の松枯損木を伐倒、薫蒸処理をした経費であります。鳥獣

被害防止緩衝帯整備業務委託料４件５０４万３，６００円、これにつきましては、野生鳥獣によります農林被害

とそれから人身被害を防止するために緩衝帯を整備したものでございまして、宗賀、洗馬、岩垂、芦ノ田、上組

の４カ所で合計６．７ヘクタールの除伐を実施したものであります。 

次の白丸、林業総務事務諸経費１６０万２６円でありますけれども、林業事業推進のための諸経費及び関係団

体への負担金となっております。下から２つ目の黒ポツですが、みどりの少年団育成・活動補助金４５万円、こ

れについては、洗馬小、宗賀小、片丘小、現在この３校にみどりの少年団活動がありまして、この少年団の育成

や活動に対する補助金でございます。少年団では、花壇づくりですとか街頭募金、啓発活動等を行っているもの

でございます。一番下の黒ポツ、雨氷倒木事故補償金７５万６，０００円でありますが、雨氷に伴う倒木によっ

て発生いたしました建物破損事故の補償金を支払ったものでありまして、全額保険金で賄っております。以上で

ございます。 

○産業政策課長 それでは、次の木質バイオマス地域循環システム形成事業、決算額１，３３０万１，１１２円

でございます。一番下の地域電力供給事業推進協議会負担金１，２６７万円余でございますけれども、こちらは

農林水産省の補助を受けて、平成２８年度から３カ年にわたり再生可能エネルギーの地産地消に係る事業可能性
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について協議を行います信州しおじり地域電力供給事業推進協議会に対しまして、その運営に要する負担金を交

付したものでございます。４回の協議会が開催されまして、事業の経済性評価を行いました。成果としまして、

地域電力供給事業は一定規模の収益が発生し、採算性があることがわかっております。なお、当該協議会に補助

金が国より納付された額は、そのまま歳入に清算金として納入をされております。私からは以上です。 

○森林課長 次に、２目治山林道費でございまして、決算説明資料は７１ページ中段でございます。備考欄１つ

目の白丸、治山林道事業２，４５２万７，５０３円は、地元要望によります林道、作業道の維持補修、また山地

災害防止のための治山事業等を実施したものであります。下から４つ目の黒ポツ、設計委託料２４３万円、これ

は林道片丘南部線改良工事の２８年度施工分８１４メートルの測量設計業務の委託料であります。下から３つ目

の黒ポツ、支障木伐採等委託料２３２万９，５６０円でありますが、これについては地区要望によります林道の

維持補修のほかに、雨氷による倒木の撤去作業にかかった委託費用であります。次に１７６、１７７ページにお

進みいただきまして、１つ目の黒ポツ、市単治山工事７カ所６７４万５，６２６円、これは地元要望に基づいた

治山工事でありまして、林道本沢線、梨ノ木線、大崖支線など７カ所の路面補修や水路の布設がえなどの林道維

持補修工事を実施したものでございます。次の黒ポツ、林道改良工事８２９万４，０００円は、林道片丘南部線

の改良工事費であります。 

次の白丸、治山林道事業（繰越）１，３２６万７，０００円は、２７年度の林道片丘南部線改良工事における

２８年度への繰越分でありまして、１月末の雨氷あるいは路面の凍結といったことによりまして繰越工事として

実施したものであります。 

次に、３目造林費でございまして、決算説明資料の７１ページ下段をあわせてごらんいただきたいと思います。

備考欄１つ目の白丸、森林再生林業振興事業９，４２６万６，８７８円ですが、多様な森林整備事業を推進し、

森林の持つ多面的機能の維持増進を図るための各種事業費であります。飛びまして７つ目の黒ポツになりますが、

市有林施業委託料１，００４万４，０００円、これは市有林の除間伐や植栽の保育事業に要した費用であります。

２８年度は、旧塩尻地籍におきまして雨氷被害にあった市有林２．５１ヘクタールの皆伐と地ごしらえを実施し

たものであります。４つ飛ばしまして、森林づくりアクションプラン策定業務委託料２，２６２万３，８４０円、

これにつきましては、地方創生推進交付金を活用した事業でありまして、塩尻市の目指す森林林業の姿を明確化

した塩尻市森林ビジョンを作成し、あわせてビジョン実現に向けました重点プロジェクトを策定したものであり

ます。１つ飛ばしまして、森林整備補助金４，０４８万５，５００円、これにつきましては、森林経営計画に基

づきます森林整備事業に対しまして、国県から支払いがある補助金への市の嵩上げ分の補助金ということでござ

います。森林組合等の事業体に対し支払ったものであります。内訳ですけれども、１つ目の森林環境保全直接支

援補助金７件３，８４５万８，５００円、これについては、間伐それから下草刈り、それから獣害防除など森林

整備事業の７件、面積にして１４２．２１ヘクタールに対して補助を行ったものであります。２つ目の被害森林

整備事業補助金１件６５万８，２００円は、これは北小野財産区の雨氷被害林３．９９ヘクタールの整備に対す

る補助金であります。３つ目、豊かな水を育む森林づくり推進補助金１件１１６万５，２００円、これは奈良井

宿での水源涵養維持のための森林整備１０．０ヘクタールに対する補助金であります。４つ目、ふるさと森林整

備補助金５件２０万３，６００円、これは国、県の補助対象外の森林整備事業に対しまして市が行う単独補助で

ございます。昨年度は、林野組合や個人などによります除伐作業５件５．０ヘクタールに対し補助金を交付した
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ものであります。 

次の白丸、森林再生林業振興事業（繰越）５３１万８００円の１つ目の黒ポツ、事業参入可能性調査委託料４

８６万円、これは補助率１０分の１０の地方創生加速化交付金を活用した調査でありまして、民間事業者が新た

に林業へ参入することが可能かどうか、これらを検証するために、その基礎情報となります情報を収集すること

を目的としまして、森林所有者に対しましてアンケート調査を実施したものであります。森林、所有林の所在や

整備状況や今後の管理などについて３５項目にわたる調査アンケートを行ったものでございます。以上でござい

ます。 

○委員長 いいですかね。では、今１１時７分ですので、２０分ぐらいまで休憩します。 

午前１１時０７分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時１７分 再開 

○委員長 おそろいですかね。それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

それでは、委員のほうから質問を出してください。 

○永井泰仁委員 １６７ページのね、有害鳥獣駆除の対策の関係で、いろいろ成果が上がっているということで、

それぞれ熊だの猿だの報告はいただきましたが、この確認方法は、具体的にどんなふうにして頭数とかね、ナン

バーとか確認をしていますか。 

○森林課長 具体的には、猿ですとか、ニホンジカですとか、しとめた場合、その尻尾をですね、窓口に持って

きていただいております。確実に駆除したということを確認してございます。 

○永井泰仁委員 長野県ではなかったんですけれども、他県では写真による判定だということでね、１頭とった

のが、ちょっとばかり違う斜面のところへ引きずっていってまた写真を撮って、現実に倍くらい駆除したことに

なっていて、それで発見されたら、どうしても手当が欲しかったということでね、皆さん全体が口をぬぐってい

て、写真は１つっきりのものが２つくらいにしたりして倍やっていたという例が指摘もされているようですが、

我がほうは尻尾とか何とか、そのあれでしっかり確認しているようですが、根本的なことですけれども、しっか

りその辺の確認はね、持ってきてもらったり、またある程度まとまったときには、また確認をしに行くとかね、

その辺のところ、ちょっと最近そういうことがいろんな県で問題になっているようですから、やってもらいたい

と思います。それからもう１点、いいですか。 

○委員長 続けてどうぞ。 

○永井泰仁委員 それからサン・ビジョンに対しての補助は結構ですけれども、本年度はワインが製品としても

のになるかどうかの見通しはどんなふうでしょうか。 

○産業政策課長 サンサンワイナリーの製品の見通しということでよろしいでしょうか。 

○委員長 商品が出ているかどうかだけ、まず先に。 

○永井泰仁委員 ものになるかどうかね。補助ばかり出したけど成果がゼロだってことになると、これはでかい

問題ですから、その辺の見通しです。 

○産業政策課長 承知いたしました。サンサンワイナリーにおきましては、もうですね、商品のほうを出荷、リ

リースはしておりまして、このたびのですが、長野県の原産地呼称管理制度におきましても、認定品、さらにで
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すね、審査員の奨励ワインをとるなどですね、既に早くも成果を上げているところでございます。 

○柴田博委員 １６７ページの先ほどの有害鳥獣の関係ですけど、これ、しとめて実際にやったかどうかは、そ

の尻尾を持ってくるということですけど、それを誰がどのように処分したかっていうのはどんなふうに確認をし

ているんでしょうか。 

○森林課長 本体、それにつきましては、塩尻市有林のところの中で、ちょっと人に迷惑かからないような位置

を見まして、そこに穴を掘りまして、そこに基本的には皆さん、遺体っていいますか、そちらへ葬る形になって

おります。 

○柴田博委員 鳥獣の種類にかかわらず、そこまで持っていってそこに処分するという、そういう。 

○森林課長 原則はそのようにしていますが、小動物であったり、あるいは移動が非常に難しい場所であれば現

場で穴を掘って埋めるということも適宜実施しているということでございます。 

○柴田博委員 今あちこちでね、ジビエっていう関係で食べたりするところもあるわけですけど、実際にはそれ

はできないわけですよね。その辺がちゃんと処分されているかどうかっていう確認はとらないんですか。 

○森林課長 ジビエに利用しているものもあるのではないかということですかね。そこまで全て最終確認を１頭、

１匹までは、把握はちょっとできていない状況でございます。 

○柴田博委員 それと、あと１カ所に埋めているということですけど、それはもう穴あけたままでボンボン放り

込んでいるだけなのか、それとも一定期間で埋め戻して、また違うところへっていうようにやっているのか、そ

の周辺ににおいとか、そういうのも出ると思うんだけど。 

○森林課長 おっしゃいますとおり異臭が発生します。ということで、民家の近くだと、やはり苦情は過去来た

こともありまして、なるべく市有林の中でも人が通らない、人の近づかないようなところを選定して穴をつくっ

てやっているところでございます。 

○柴田博委員 次に、１６９ページの上のほうで中山間地域等直接支払交付金というのが１９件、１５０ヘクタ

ールということなんですけど、この事業始まってもう大分たつと思うんですけれども、始まった当初と比べて件

数とか面積とかはどれぐらい変わってきているか、わかったら教えてください。 

○農政課長 制度自体はですね、平成１２年度から第１期対策として始まっております。本市がですね、本格的

に始めた当初でございますが、交付対象面積といたしまして９９．７ヘクタールが交付対象面積となっておりま

したが、最新の２８年度の状況では１５０．８ヘクタールというような形になっております。 

○柴田博委員 そうすると始めたときよりも大分ふえた、１．５倍ぐらいにふえているということなんですけど、

それは新たに取り組むところがふえてきたということだと思うんですが、反面、初めやったけども続かなくてや

めたっていうようなところはないんでしょうか。 

○農政課長 当初ですね、取り組み集落１７集落でございました。やはりそのあとですね、増減ございまして、

現在１９集落というような形になっております。恐らくですね、取り組まれる農家さんの高齢化ですとか離農で

すとか、そういった要因によりまして参加不参加の集落があるというような状況だと思われます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

じゃあ、私から。１７５ページ、Ｆパワーに関して、ちょっと昨今、市民タイムスにも記事が出たので、少し

進捗状況も含めてお尋ねしたいと思いますが。いわゆる工事着工の時期について、県もしくは征矢野建材さんか
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ら正式に話が来ているのかどうかと、それと信毎の記事とかでは材が不足するのではないかといった懸念も出て

いるんですが、この２点。着工といわゆる材の確保について。 

○森林課長 まず、事業の進捗の関係、見込みの関係ですけれども、報道、新聞におきましては、１０月事業着

手、来春着工の３２年度稼働というような見出しでもって報じられたところであります。これにつきましては、

本会議での部長答弁にもありましたとおり、現在出資者、それから銀行との間で最終調整が行われているという

ことでございまして、この最終調整がまとまった場合における最短スケジュールについて県の職員が発言したも

の、これが記事になったということでありまして、非公式なものというふうな捉えをしております。市としまし

ては、最終調整を行っている段階だということで県から伺っているところであります。 

それから、材の不足ということに関しましては、材の不足といいますか、超過でなくてですかね、これもやは

り新聞報道の内容でよろしいですかね。 

○委員長 材の確保について不安視する声もあるけど、その辺、市の立場でも県の見解でもいいですが。要は事

業の担保できるのかというところ。 

○森林課長 現在、発電がまだ行われていない状況の中で、製材のほうも１００％の稼働ではありません。そう

いうこともありますし、材を製品としたその製品自体のですね、はけ、販売状況が余り芳しくないというふうな

こともありまして、在庫の調整、製品の在庫があったり、あるいは製材する前の丸太もちょっと在庫があるとい

うような、その需給のですね、調整をしているというような中で、多くを、広く材を受け入れる状況に今ないと

いうことを聞いております。最終的にですね、発電所ができ、製材が１００％回るようになる時期には、サプラ

イチェーンセンターという供給を県が主導でもって組織をつくっておりまして、そちらから材が来るというよう

な協定を結んでおります。それが機能しない場合も考え、さらにほかのルートでもって材を供給していただける

ような、そういったルートも今回、この発電所の契約をするについて最終調整として行ったと。バックアップの

ルートも確保したというふうに聞いております。 

○委員長 ありがとうございます。また稼働というか着工したらね、お話聞かせてもらえばと。 

もう２点ほどいいですかね。市との賃貸借の契約、定借をしているわけですが、そのいわゆる定借権っていう

か賃貸借契約の貸すことに対してを担保として銀行等から借り入れを行っているというお話なんですが、事業が

順調に進めば特に問題はないことで、それは権利としていいんですが、仮にそのいわゆる返済等が難しくなった

場合に、その賃貸借権についている抵当権、これ、いわゆる第三者と賃借権っていうのが譲渡できたりするのか

どうか。その辺、市は多分、抵当権つける段階で同意書を必ず提出していないと抵当権設定できないと思うので、

その辺の法的な関係を説明をいただきたいのと、あと確認ですが、いわゆる発電した場合の買取価格については

当初通産省が認可した金額で変更がないのかどうか、２点お願いします。 

○森林課長 後段の買い取り価格の変更、あるかないかということにつきましては、これは現時点ではＦＩＴの

制度にのっとって３２円で買い取りをしていくという方針でありまして、これついては今のところそれを通して

いくということで聞いております。 

それから、借地権に対して抵当権が設定されている、それが第三者に譲渡することがあるかどうかっていうよ

うな部分につきましてですけれども、これにつきましては、当初の定期借地権を設定するときの公正証書の中に

きちんとその部分の記載がございます。ちょっと詳細につきましては、本田主査のほうから申し上げたいと思い
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ます。よろしくお願いいたします。 

○ＦＰプロジェクト主査 ただいまの件ですけれども、事業用定期借地権の抵当権設定の承諾につきましてはで

すね、今、既に作成済みでございます公正証書の第１９条にですね、借地権に抵当権を設定する場合は市の承諾

が必要ということでございまして、２８年の５月にですね、八十二銀行さん、それから征矢野建材さん等でです

ね、その承諾依頼がありまして、市のほうで５月に承諾をしておるものでございます。 

その依頼の内容ですけれども、この既に結んである公正証書のまま、この条件のまま次の工場財団の取得者に

賃借権が移転しというところが一文入っておりまして、つまり、この公正証書がそのまま生きてくるというよう

な状況になっております。 

○委員長 わかりました。ちなみにお幾らで設定したかまでは、登記簿をあければわかる話なんで、金額だけ教

えていただいてもいいですか。総額で。 

○ＦＰプロジェクト主査 この借地料でしょうかね。 

○委員長 抵当権の設定金額が登記簿の中で。 

○ＦＰプロジェクト主査 抵当権の設定金額ですね。 

○委員長 トータルで。 

○ＦＰプロジェクト主査 借地権についての。 

○委員長 借地権について。 

○ＦＰプロジェクト主査 設定金額ですか。 

○委員長 また、じゃあ手元になかったらまた。きょう、今ここじゃなくて結構です。 

○ＦＰプロジェクト主査 申しわけございません。 

○委員長 私からは以上です。ほかに。 

○柴田博委員 １７５ページの松くい虫の関係ですけれども、樹幹注入材が１００本分とか、あと松枯れしたも

のの処理費は１４９本分という説明だったんですけども、これは市有林とかの関係の分だけということなのか、

それともその他の分も入って全部でこれなのか、その辺はどうでしょう。 

○森林課長 昨年度、樹幹注入ということで予防措置を実施したものにつきましては、市が管理する公園ですと

か学校、保育園、史跡というような部分でありまして、山林に対してのものではございません。 

○柴田博委員 市の所有物ということですね。それ以外の民間の場合にはどうなっているわけですか。 

○森林課長 民間の事業者、個人につきましては、薬剤の購入費の半分を補助するという形でもって昨年度後半

にそういう補助要綱を作成しまして、昨年度から補助を実施しているところであります。 

○柴田博委員 民間に補助した分の決算とかは出てないわけですか。 

○森林課長 決算書１７５ページ、上から２つ目の白丸、林業被害防止対策事業諸経費の一番下の黒ポツ、森林

被害対策事業補助金１４件１０万７，２００円、こちらがその補助金でございます。 

○柴田博委員 わかりました。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 それともう１件、いいですか。 

○委員長 どうぞ。 
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○柴田博委員 １７３ページの真ん中あたりにみどり湖の耐震化事業の関係ですけれども、１１％分で３，１９

０万ということで、総額では３億円以上かかるようですけども、これ実際には大体いつごろ終わるのか、その辺

の見込みというのはできているんでしょうか。 

○農村整備担当課長 みどり湖の関係ですけれども、今、県営事業で始まりまして、２８、２９、３０年の３年

の負担行為で県のほうが岡谷組に工事発注しております。一応岡谷組のほうの入札落札額が３億７，５００万円

ほどだったと思いまして、とりあえず２８、２９年度分ということで２億９，０００万円という形で負担金を支

払ってございまして、基本的にはその後３０年度、それで大体主だったものは終わるということで予定しており

ます。今、県のほうは１億５，０００万円、国のほうにはちょっと３０年度要望するって言っていましたんで、

来年の予算はその辺の１１％、また予定しておこうと思っています。 

○柴田博委員 現状はどれぐらいまで進んでいるか、もしわかったら。 

○農村整備担当課長 みどり湖のほうですが、若干ちょっとため池の水、抜くのに遅れているという話がござい

ましたけれども、基本的には予定どおりだと言っています。それで、今年の１２月までには堤体のほうの築土は

終わりたいと。１月ぐらいからは、もう水が半分でも入れられるように持っていくって言っていましたので、今

は予定どおりだということで動いております。 

○柴田博委員 ありがとうございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 ほかに。 

○篠原敏宏委員 二、三点。先ほどの金子委員長の質問にちょっと関連しますが、この間の本会議の中で、金融

団の融資の条件の中で今、最終調整がされているっていう話で、その中身が先ほども少し言葉のあった保障、こ

れがサプライチェーンセンターのルートだけでは、先ほどのね、話で。ということは、それ以外のルートってい

うのは具体的にはどういうルートが考えられるんですか。明らかになっているのか、なっていないかも含めて。 

○森林課長 その内容につきましては、詳しく県からお聞きはしてございませんし、具体的な業者名等も多分申

し上げられないようなことになっていると存じます。 

○篠原敏宏委員 業者さんはともかくとしてですね、材がどこから来るかっていうルートだとか、県産材のどの

範囲まで、例えばそれが今まではサプライチェーンセンターの場合は、例えば中信地区のみとかですね、東信の

一部までとかっていうあれがあると思うんですけども、そこら辺の状況だとか仕組み、それが範囲が例えば広が

って、全県だとかですね、他県から入るとかって、そういう話っていうのはないんでしょうか。 

○森林課長 そのルート自体を確保できたということはお聞きしましたけれども、中身、詳細につきましては聞

いてはおらない状況でございます。 

○委員長 ほかに。 

○副市長 ちょっと誤解をいただいたままで終わっちゃいますとですね、不本意でございますんで、私の知って

いる限りのことをお話し申し上げますけれども、ただこれは非公式な情報でございますんで、その点だけは御容

赦をお願いをしたいと思います。 

まずですね、当初は征矢野建材さんが製材部門とそれから発電部分も両方、主力になって行うということで事
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業をスタートいたしました。ところが発電部門のですね、投資経費が相当拡大をしてまいりまして、征矢野建材

１社ではなかなか賄い切れないというようなことで、それは金融団とのですね、いろんな交渉の結果、ＳＰＣ、

いわゆる特別目的会社をつくって、そこで事業をしましょうということで、八十二銀行が中心になりましてです

ね、出資者の募集をいたしました。出資者も完全に固まりましてですね、ただそれは、まだどこどこが出資をす

るということは発表できませんということでございますので、いずれそのことも含めてですね、発表されるとい

うことになります。 

したがって、今までは製材部門と発電部門が両方一緒に稼働をする、あるいは稼動をしないでもですね、両方

一緒の経営体でやっていくということですから、その間に材の取引が発生しないわけですね。したがって、征矢

野建材さんが余ったっていえばおかしいですけれども、おが粉だとか何とかをただ発電のほうへ流せばいいだけ

の話でしたけれども、それはそうではなくて、別の会社ですから、そこにじゃあおが粉は幾らで買いますとか、

端材は幾らで買いますとかっていう取引がやっぱり生ずるわけです。したがって、この取引を円滑にいくための

その事業者間の調整が必要ということですから、それがいわゆる事業者間の調整ということはそういうことです。 

逆に金融のほうの調整はですね、金融団を八十二銀行を中心に組織をいたしまして、プロジェクトファイナン

スっていうことで、基本的に担保をつけないで、その事業採算性だけでですね、そのプロジェクトだけで採算を

とっていく。返済金も入れてやっていくというような方式を今やっているということです。金融のほうは、貸付

金はオーケーだよっていうことは出ているというふうには聞いております。 

したがって、事業そのものはですね、心配はしていませんが、１つはそういう事業体の別の事業体でやるんで、

その間の材の価格の調整とかですね、一番問題なのは、さっき課長から申し上げましたとおり、もし材が入らな

くて発電所がとまっちゃうような事態になったら誰が責任持つんだいというところが一番問題でしてね、それは

今のサプライチェーンの中で１０万立米の発電材料を供給をしていく。こっちは製材として１０万立米供給をし

ていくということですから、それがきちっと担保されないとですね、発電所はなかなか動かない。当然その事業

がとまっちゃうと収益が生まれないわけですから、その間は損失が出てしまうということで、その確認をきちん

としてですね、もしサプライチェーンのほうで、もし仮に規定の量だけ供給ができないということになれば、そ

れはどこかからやっぱりバックアップとしてですね、きちんと供給ができるというルートをつくっておかなけれ

ばいけないです。そういう話が今の話です。したがって、その調整がきちんとできるまで、なかなか事業が動か

なかったというのがですね、今の現状でございます。その見通しがようやくついてきたんで、この間、県の職員

の発言ですけれども、それは県の職員は常にサプライチェーンと事業者側の間に立ってですね、調整を図ってい

るわけですから、そういう情報があって、１０月なり来年の春の事業着工ということで話が進んでいるというか

落ち着いている、こういう現状ですので。 

○委員長 副市長の発言が終わってから篠原委員、少々お待ちください。 

○副市長 融資のほうもですね、金融団を組織して、そっちのほうがきちんと固まっていく状況であるので、融

資はもうやりますよという話は、銀行団のほうは出ている。だから金融の問題ではなくて、その取引の構造上の

問題ということを聞いております。 

それから、私どもがその情報をですね、実は県を初めとしていろんなところから出ていますけれども、事業者

側からの公式な発表がないとですね、民間の事業だもんですから、私どもの中で、じゃあ出資者はどこどこ、そ
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れから幾ら金融団から出て出資が幾らで、幾ら金融団から借金をしてですね、どういう形で事業を展開していく

かっていうことは、ちょっと申し上げられない状況でございますんで、それだけはちょっとお許しをいただきた

いと思います。 

○篠原敏宏委員 了解しました。 

○委員長 いいですか。 

○篠原敏宏委員 現時点での理解、よくわかりました。 

○委員長 ほかにございますか。 

○永井泰仁委員 同じくこの１７７ページのところの基本的なことを聞きますが、山のお宝ステーションの事業

負担金の支払い先はどこになっていますか。 

○森林課長 昨年度の事業ですので、塩尻市振興公社に対して負担金を支払ったものであります。今年度は森林

公社を設立しましたので、お宝ステーション事業、森林公社が主体をしております。以上です。 

○永井泰仁委員 それから、間伐材のストックヤード負担金が１３２万８，０００円計上されていますが、これ

は、このままずっとやっていくのか、森林公社がサプライチェーンセンターへ加盟すると市が負担じゃなくて森

林公社がみずから借りているところに対して支払うのか、その辺の考え方はどうなっていますか。 

○森林課長 この間伐材ストックヤード負担金というのは、宗賀の第２ステーションのところをお宝ステーショ

ンとして、第２ステーションとして使っている部分の地代という形で、昨年度は地権者に直接支払ったものであ

りますが、今年度は松本広域森林組合が全体を個人から借りまして、そのうちの一部１，０００平米を市が又借

りするというような形で１，０００平米分をお宝ステーションの第２ステーションとして利用する形になってお

りまして、金額のほうも今年度は二十数万円というような形で、話し合いの中で決めてきております。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○丸山寿子委員 １６９ページの農業再生推進事業の中のワイン銘醸地振興事業委託料のところでお聞きをし

たいんですが、先ほど説明の中で、志学館高校の協力を得てワイナリー、メルシャンですかね、の圃場等のブド

ウの成分の分析ということですが、もう少しその内容を教えていただきたいのと、あともう１つは、その情報を

どのように生かしているのか、各ワイナリーなどにも情報を流すとか、何かどのようにその情報を生かしている

のか、その辺について教えてください。 

○農政課長 まずですね、市内１３圃場のサンプリング調査でございますが、品種はですね、塩尻市の主力品種

のメルロー、それからナイアガラでございます。足かけですね、３年ぐらいのサンプリング調査を行いまして、

ようやく一定の方向性が見出せるというような状況らしくてですね、現段階ではデータの蓄積をしている状況で

ございます。その中から得られた知見につきましては、学会発表をするという形になっております。その論文が

作成された段階でようやく成果品というような形になり、ワイナリーまたＪＡ農家等へその知見を普及展開でき

る見込みとなっております。 

○丸山寿子委員 あと、あわせてお聞きしたいんですが、ことしですかね、ドローンを飛ばしての圃場の調査と

いうようなことを塩尻だけでなくてもやったというようにも聞いていますけれど、その辺の状況を教えてくださ

い。 

○農政課長 昨年のですね、８月から１０月にかけまして、塩尻志学館高校のほうに民間大手ＩＴ企業と、それ
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から東京大学等の研究機関のチームでドローンを３回ほど飛ばした実績がございます。参画企業の中に、衛星に

搭載するですね、ハイパースペクトルセンサをお持ちの企業さんがございまして、志学館高校の棚の圃場で上空

からドローンで照射することが１点。また棚の下側から人的にハイパースペクトルセンサを使って照射するとい

うようなこともやっております。完全にですね、２２４光線との識別ができるということでございまして、可視

光線以上のものがそのセンサには見えるというようなお話を聞いております。大学のほうでも、その照射によっ

てですね、一体どういう知見が得られるのか、これからまだ研究しなければならないというふうに言っておられ

ましたが、そういった取り組みをですね、まずは塩尻の特産品であるブドウから始めまして、やがては野菜、ま

た稲作のほうに応用ができればというふうに考えているところでございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○篠原敏宏委員 １６９ページ、また説明資料の６８ページの農業経営体育成支援事業の中の新規の農家、青年

就農給付金１０件、この関係なんですが、新たにこれは就農されるっていうのは、今まで違う業界だとかですね、

仕事についていた方が新たに農業を目指してということなのか、それとも親を継いで、それは新規の就農者とい

う理解ができるのか、いかがですか。 

○農政課長 １０名の内訳でございますが、平成２８年度でございますが、まずですね、農大等の出身者が１名、

それから実家を含むですね、先進農家が８名、あとですね、ＪＡ関係のファーム、子会社のほうにですね、就農

された方が１名いるというような内訳になっております。以上でございます。 

○篠原敏宏委員 この新規就農者、非常にいいことだし、こういう若手が農業を継いだり新たに就農するってい

うことはとてもいいことなので、あれなんですが、これは例えば今問題になっております調整区域の農地を使っ

てやりたいっていったような場合、あるいはそれを外れてもいわゆる農地法の関係で土地が取得できたり借りた

りできる農家、これは農業委員会で農家っていう認定をしてですね、それで初めて取引ができるっていうふうに

私は理解していますが、この皆さんはそういう対象になると。あるいはその認定の要件というのが、こちらの就

農者と一致を例えばしてくるかどうか、要件として。これはいかがでしょう。 

○農政課長 塩尻市の場合ですね、新規就農者でちゃんとした研修機関で研修を積んだ方につきましては１０ア

ールからですね、就農することを認めております。通常ですね、農家といいますと５０アールからというふうに

なるんですけれども、基準はかなり低くなっていると思われます。 

○篠原敏宏委員 新たにね、この間の空き家対策も含めて調整区域の中の農地の流動化っていうのをそういう目

線でやっぱり見回すと、農地が欲しい、あるいはそういう仕事を始めたい、こういう人たちがやっぱり世の中に

はいて、これはできればブドウとかレタスとかですね、塩尻の環境のいい調整区域の中で新たな農業を始めたい

っていうことを後押しをしていけるって、そういうふうに、これはやっぱりつながってほしい、そういうふうに

思いますので、これは要望になりますが、目線としてはですね、そういう人たちを発掘する、それは空き家対策

の中で、例えば空き家バンクだとか、そういうところで拾ってきた情報だとか人の情報、これをぜひ発掘をする

ような、そういう結びつきをぜひしてですね、新規の就農者がふえてくる、そういう状況をつくっていただきた

いなと、これは要望にさせていただきます。 

○委員長 要望です。 

○副委員長 今の関連で、それなりの学習を経験した人は１０アールと。それ以外の方は５０アールという農家
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資格を取得する条件ね。その５０アールというのは、これは農地法に決められている数字ですよね。 

○農政課長 農地法のほうでですね、別段面積と法律的には言っておりますけれども、一般的には下限面積とい

うものを各市町村の農業委員会のほうで決めてよいということに平成２１年度の法改正でなっております。塩尻

市もその別段面積を定めているという状況でございます。 

○副委員長 その塩尻市の農業委員会で定めてよいというその数字が、下限が５０ってことですか。 

○農業委員会事務局長 農地につきましては、農地法３条におきまして５０アール以上っていう規定はあるんで

すが、それにつきまして市町村の農業委員で下限面積を調整することができるということで、現在塩尻市につき

ましては、経営面積等の割合をですね、農業センサスから拾いまして、下限面積を地区別に下限を決めておりま

す。具体的に言いますと、塩尻東、大門につきましては３０アール、片丘につきましては５０アール、広丘につ

きましては４０アール、洗馬につきましては５０アール、宗賀につきましては３０アール、北小野につきまして

は２０アール、楢川につきましては２０アールということで現在、下限面積のほうを調整させていただいており

ます。ただですね、２０１５年の農業センサスでですね、経営農家の規模面積がですね、やっぱり１戸当たりの

面積が少なくなってきているという形の中で、今後ですね、片丘につきましては３０アール、それから広丘につ

きましても３０アールということで、今後農業委員会の中で下限面積を変更していくような形で調整を進めてい

るところであります。以上です。 

○副委員長 下限面積がそれぞれ地区によって決められるということで、そのことは逆にもう少し下げれば新規

就農者が出る可能性があるんですよね。それが荒廃農地のあるいは不耕作地の耕作につながっていくような新規

就農者がふえる、そういう可能性があると思うのですが。そんな点はいかがでしょうかね。 

○産業振興事業部長（農政・森林担当） 御指摘のとおりですね、数値を下げることによって就農者がふえるっ

ていうことはあるかと思います。ただ、いたずらに下げてしまいますと、住宅とかですね、悪徳不動産とかあり

ますので、その辺は注意しなければいけないところがありまして、松本市におきましては、１アールという規定

も出ております。それはですね、場所を限定したところ、要するに山間地みたいなところですね、そういうとこ

ろへ人を呼ぼうという形で、場所限定で対応している状況です。私どももその辺をちょっとこれから検討はして

いきたいというふうに考えております。 

○副委員長 私が申し上げているのは、新規就農、例えば県外、市内外、移住してきて調整区域の空き家に、そ

こに住んで新たに就農しようとする人がいたときに、持つ農業機械の話もあるんでしょうが、とりあえず農家資

格をとるのに、そういう方がふえてきて調整区域の空き家が減ると。あるいは新規就農者がふえて荒廃農地が減

ると、こういうことにつながっていくというふうに思われるんですね。ぜひそんなところを前向きに御検討いた

だければ調整区域のほうもそれなりに賑わいが出てくるかなと、こんなことも思うわけでありますので、ぜひ積

極的に進めてもらいたいなと。農業委員会の意見を聞いたりですね、あるいは農業者の意見を聞いたりして、も

う少しどのくらいにしたらいいかというようなことも判断しながら決めていけたらありがたいかなと思っていま

して。ぜひよろしくお願いしたいと思っています。 

○委員長 いいですか、要望で。 

○副委員長 はい。 

○委員長 ほかにございますか。 
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いいですかね。じゃあ、せっかくなんで１点だけ、私から。ワイン法の関連で、たしか酒税法改正で、もうす

ぐ、いわゆるブドウの銘柄表記っていう話がえらい市からワイナリーに対してとか、県とか国からその対応で予

算措置とか、何かそういう動きとか、どうですか、全般的に。もう知っている限りで。 

○農政課長 ワイン法でございますが、国のほうではですね、国税庁のほうから通達が出ておりまして、平成３

０年の１０月３０日からですね、産地名称とそれから品種を表示する場合の一定の要件を定めているものでござ

います。ただですね、その品質管理のための管理機関というものを設置しなければならないというようなことも

ですね、失礼いたしました。今申し上げたのはＧＩの関係でございました。表示ルールのほうはですね、その地

域で８５％以上の原料を使ってその地域で醸造した場合に、そういった産地名と品種名を併記できるというよう

な、そういう通達内容になっております。例えば塩尻におきましては、メルシャンのようなですね、原材料を山

梨に持っていって仕込むような企業の場合、桔梗ヶ原メルローという商品名を名乗れないというような形になっ

てしまうということでございまして、各企業の対応ということで現在やっているわけですが、将来的にはですね、

ＧＩ取得も考えていかなければならないだろうということでありまして、現在ですね、県のワイン協会等と情報

共有を図りながら今後の対応について協議をしているところでございます。 

○委員長 また、いろいろ教えてください。じゃあ、ほかの委員からよろしいですかね。 

じゃあ午前中の審査はこれにて終了して、午後１時１０分から再開といたします。 

午前１２時０２分 休憩 

――――――――――― 

午後 １時０６分 再開 

○委員長 よろしいですかね。済みません。時間前ですが、皆さん着席いただきましたので引き続き審査を続行

したいと思いますが、行政側から何かありますか。 

○産業政策課長 午前中に質問がございました雇用対策事業における若者サポートステーションの相談件数の

前年の状況につきまして資料を配付し、お答えしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長 これを許します。 

お願いします。 

○産業政策課長 では、お手元に配付しました資料をごらんください。雇用対策事業、若年者就業サポート委託

料３００万円のうちサポートステーションの相談件数でございますが、延べ相談件数、平成２８年３８０人に対

しまして２７年度は１８９人で、前年比１９１人の増となっております。そのうち就労支援数ですが、２８年が

２４人、２７年度が３２人と、こちらはマイナス８人となっております。そのうちの就職者数でございますけれ

ども、２８年度が１２人、２７年度が１４人、２人減少と、このような状況になっております。相談件数はほぼ

倍増しておりますが、就職者数につきましては２名減少しております。これはですね、相談内容が複雑化してお

りまして、なかなか就労に結びつかないと、そういう状況ということで聞いております。 

なお、平成２９年版の子供・若者白書によりますと、平成２８年の１５から３９歳の若年無業者、全国で７７

万人いるということでございますが、本市のですね、この実数、いわゆるこういう支援を必要とされた方の実数

というのは、現在なかなか把握できていない状況でございます。私からは以上です。 

○委員長 これに関して。 
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○丸山寿子委員 ありがとうございました。当市にはＮＰＯとしてジョイフルが活動をしていただいているので、

県内４カ所にある若者サポートステーションの１つが、その業務もジョイフルのほうでやってもらっていて、市

内のそういった場所に、行きやすい場所に支援するところがあるっていうことは本当にありがたいなと思うとこ

ろです。全国の引きこもりの方の数、本当は７０万人以上ということですが、どこもやはり実際には把握ができ

てなかなかいなくているところですが、１つですね、例で、秋田県の藤里町というところは、これは社協の取り

組みなんですけど、社協も自分のところの業務のギリギリのところで、ギリギリかな、社協の仕事としてはとい

うことで調査をして取り組み始めたということで、最初はやはり引きこもりの人に集まれというようなことで、

いろいろレクリエーションも含めて募集したら誰も来なくて、仕事の支援っていうか、仕事を紹介するというか、

資格をとるというような福祉のほうの、そのことで若い人たちがものすごく溢れるように出てきてくれたという

ようなことを聞いていますので、全国的にまだどこがということで若者支援がやれていない状態ではありますけ

れども、そういったところもちょっと参考にしていただいて、家からまず一歩出ることがなかなか難しい状態な

ので、ちょっとまたあらゆる情報を得て、市としてもできることがあったらやっていただきたいのと、やはりこ

ういうＮＰＯが継続していかれるように今後も支援をしていただきたいと思います。 

あと、そのほかでも市としては、市独自では講座はやっているってことはあったのか、なかったのか、ちょっ

とそこだけ、もう１点だけ教えてください 

○産業政策課長 市の独自の講座も実施しております。 

○丸山寿子委員 内容は。 

○産業政策課長 内容でございますけれども、パソコンのですね、講座でありますとか、あとですね、自分のＰ

Ｒの仕方とか、そういったですね、いわゆる就職に役立つような講座、そんなようなものを実施しております。 

○委員長 よろしいですか。この件に関して、ほかの委員からはよろしいでしょうか。 

それでは、よろしいでしょうか。そうしましたら、７款商工費についての説明を求めます。 

 着座でも構いませんので、長いので。 

○産業政策課長 では、失礼ながら着座にて説明をさせていただきます。それでは、決算書の１７６ページ、１

７７ページをお開きください。あわせまして、決算説明資料の７２ページをごらんください。７款商工費１項商

工費１目商工総務費の主な事業につきまして説明いたします。 

職員給与費は省略いたしまして、おめくりいただき、１７８、１７９ページへお進みください。備考欄の１つ

目の白丸、商工総務事務諸経費は、決算額８００万３，０６８円でございます。１番上の黒ポツ、商工業振興審

議会委員報酬３万円余は、市設置の審議会開催に伴う９人分の報酬でございます。また、一番下の黒ポツ、地場

産センター負担金４６７万５，０００円余は、塩尻木曽地域地場産業振興センターから市に派遣されている職員

１人分の人件費の負担金となっております。 

続きまして２目商工振興費、備考欄のほうにまいります。一番上の白丸、地域産業振興推進事業は、決算額１

億１，９３１万３９８円でございます。一番上の黒ポツ、塩尻インキュベーションプラザ指定管理料８４７万５，

０００円は、平成２２年度から塩尻市振興公社を指定管理者として指定管理しており、市派遣職員０．２５人分

及び嘱託職員１人分の人件費、また清掃設備保守点検料、水道光熱水費など、施設維持管理費などの経費となっ

ております。その下のＩＣＴ創業支援等業務委託料２，８９４万４，０００円は、拠点施設を基軸とする起業創
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業支援体制を構築し、地域雇用の最大化を図ることに必要な基礎調査資料を作成するためのＩＣＴ創業支援環境

整備業務を塩尻市振興公社に委託したものでございます。成果といたしましては、松本広域圏イノベーションセ

ンターの施設コンセプトの設定、概算工事費の算出、今後の活動内容や施設運営の基礎資料を策定することがで

きております。なお、財源は地方創生推進交付金、補助率２分の１を活用しております。その下の黒ポツ、まつ

もと広域工業まつり負担金８０万円は、７月に開催されましたまつもと広域ものづくりフェアへの負担金で、３

日間で１万３，４８０人の来場者がございました。その下の黒ポツ、商工業振興対策事業補助金５，３２４万円

余は、共同施設設置事業として１件、広丘商工会が実施しました街路灯のＬＥＤ化改修工事に対し、事業費の２

分の１、５６万５，０００円余を補助いたしました。また、工場等設置事業として５件、工場等の新設による建

物と償却資産の固定資産税相当額を５，２６７万円余、補助したものでございます。２つ下の黒ポツになります。

塩尻市振興公社運営補助金２，０００万円は、塩尻市振興公社に派遣している職員２．７５人分の人件費及び法

人の運営経費となっております。その下の黒ポツにまいります。商工業振興対策事業負担金６５８万７，０００

円余は、市内企業への補助事業として、商工会議所では受発注支援事業を３３件、オフィス立地促進事業を２件、

合計３８５万円余を補助しております。また、塩尻市振興公社では、創造的技術開発事業として研究開発に５件、

３Ｄプリンタの導入に対して３件、試験場利用促進２件の２７３万円余の補助事業を実施しており、それぞれ市

から負担金として支出したものでございます。その下の黒ポツ、特定創業支援事業負担金５０万円は、塩尻市創

業支援計画に基づき、塩尻商工会議所では創業スクールを２回開催、また女性のための支援団体ココノチカラで

は、女性のためのスターターズサロンを１回開催しております。成果としまして、２５人を支援し、５人が創業

をしております。 

その下の白丸、中小企業融資あっせん事業は、決算額１０億８，０９８万２，８３３円でございます。市内企

業の安定した経営を支援し、地域経済の向上と雇用の確保をするための制度融資の事業でございまして、中小企

業融資あっせん保証料補給金として１５４件２，１６７万円余、中小企業融資あっせん資金預託金として６金融

機関に対し１０億５，９３１万円余となっております。 

その下の白丸、工業団地維持管理事業は、決算額１７０万５，２４８円でございます。飛びまして５つ目の黒

ポツになります。公共施設管理委託料１５５万１，０００円余は、市内４つの工業団地、塩尻インター林間工業

団地、塩尻アルプス工業団地、今泉南テクノヒルズ産業団地の環境整備及び維持管理を行い、適切な管理を図っ

ているものでございます。 

その下の白丸、商工団体活動支援事業は、決算額１，０７８万４，０００円でございます。１つ目の黒ポツ、

商工会議所事業補助金１，０４２万４，０００円は、商工会議所を中心としました市内の商工団体の安定した運

営を支援することにより、市内商工業者への継続的な支援を確立するものでございます。 

その下の企業立地推進事業、決算額１，１９２万７，１９７円でございます。一番下の黒ポツ、用地取得費１，

１８３万８，０００円余は、塩尻市土地開発公社が負担している産業団地、今泉南テクノヒルズ内の８区画の用

地費を事業用定期借地期間に応じて負担しているものでございます。 

続きまして１８０ページ、１８１ページをごらんください。一番上の白丸、商工業活性化事業は、決算額９０

６万４１７円でございます。この事業は、商店街等で実施するにぎわい創出の図られる事業のイベントに対する

支援でありまして、一番上から玄蕃まつり４２７万５，０００円、広丘夏まつり１２０万円、ハロウィーン１３
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０万円の負担金となっております。成果につきましては、決算説明資料７２ページ中段、商工業活性化事業をご

らんください。玄蕃まつりは７月３０日に開催をいたしまして、当日参加５５連３，０００名に及んでおります。

また、広丘夏まつりは８月１４日に開催いたしました。どちらも商店街の元気の創出と活性化につながっており

ます。また２０回目を迎えましたハッピーハロウィンでございますけれども、１０月２９日に開催いたしまして、

県下最大級のハロウィンとして地域のにぎわいの創出につながっております。来場者数は約１万５，０００名に

なっております。決算書に戻ります。その下の黒ポツ、企画提案事業負担金２２８万円余は、大門、広丘、楢川

商店街の販促事業、商業組合のイベント、秋の漆器祭、広丘青年商工会イルミネーション等に対する支援でござ

います。 

その下の白丸でございますけれども、地域産業振興推進事業（繰越）は、決算額１，７０１万８，０００円で

ございます。平成２７年度の国の補正予算、地方創生加速化交付金を活用いたしまして、企業とのコーディネー

ト業務を行っております塩尻市振興公社に委託しておりまして、成果としまして、企業への訪問は７４７件実施

し、また技術的支援を行っております。なお、この交付金でございますけれども、補助率は１０分の１０となっ

ております。私からは以上です。 

○森林課長 次の白丸、木質バイオマス地域循環システム形成事業（繰越）１，１４８万８，３６６円は、地方

創生加速化交付金を利用しました事業であります。林業振興と木質バイオマスを活用した地域循環型エネルギー

の創出を目的とした事業でございます。３つ目の黒ポツ、ペレット製造等分析業務委託料９６９万８，４００円

のうち木質ペレット製造等調査業務委託料８９９万６，４００円は、試験製造をいたしましたペレットの品質分

析と、それから農業施設へのペレットボイラーの導入実証分析業務を委託したものでございまして、森のエネル

ギー研究所へ分析業務等を委託したものでございます。木質ペレット燃料試験製造業務委託料７０万２，０００

円については、製材所から発生しますおが粉を利用して試験的にペレットを製造するという業務を委託したもの

でございまして、征矢野建材株式会社へ委託したものでございます。以上です。 

○産業政策課長 続きまして、３目木曽漆器振興費、一番上の木曽漆器振興事業は、決算額８，０２１万６，７

６２円でございます。初めに、産業政策課が所管しております塩尻木曽地域地場産業振興センターにかかわる箇

所を私から説明いたします。中ほどになりますが、上から９番目になります地場産センター運営補助金３，３６

０万円は、塩尻木曽地域地場産業振興センターの運営を補助するものでございます。この内訳は、施設開設に伴

い平成４年、５年に借り入れた高度化資金の返済分が２，８６０万円、公益的な事業分が５００万円でございま

す。なお、高度化資金につきましては、この平成２８年度をもって完済しております。続きまして、一番下の地

場産センター運営貸付金３，０００万円でございます。こちらは、名古屋城本丸御殿修復工事の材料購入費など

運転資金を目的としました短期貸付金で、２８年度内に全て完済されております。地場産センターの２８年度の

状況を申し上げますと、工芸館店舗の売上が８．９％減、ならかわ市場の売り上げが１０．９％減、文化財事業

は工事の出来高が予定より進まずに１４．４％の減少となりまして、全体として７４万２，０００円の正味財産

が減少する決算となっており、厳しい状況になっております。私からの説明は以上でございます。 

○ブランド観光課長 続きまして、木曽漆器振興事業のうち、地場産センターの運営等に。 

○委員長 着座のままでも構いません。 

○ブランド観光課長 失礼します。地場産センターの運営等にかかわらない部分につきまして御説明申し上げま
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す。事業の主な内容は、木曽漆器の産地維持、生産技術の高度化の支援、地場産品の情報発信と販路拡大・開拓

の支援、木曽漆器の新製品新技術開発への取り組みへの支援となっております。５つ目の黒ポツ、木曽高等漆芸

学院業務委託料１３５万円は、木曽高等漆芸学院の管理運営に関するものでございます。その２つ下の黒ポツ、

漆器祭・宿場祭開催負担金３５０万円は、６月の３日、４日、５日に開催した漆器祭・宿場祭の負担金となって

おります。来場者数３万６，５００人となっております。その３つ下の黒ポツ、木曽漆器普及拡大事業負担金２

５７万８，０００円は、事業者等が市内漆器店から木曽漆器製品を購入または修繕した場合、その費用を支援す

る事業ということで、かかった費用の２分の１を補助するものでございます。その下の黒ポツ、木曽漆器振興対

策事業負担金７１４万円のうち一番上、木曽漆器工業協同組合への負担金は、組合の安定運営、需要開拓、漆林

整備、国産漆確保、後継者育成等への負担金となっております。一番下、木曽漆器受発注支援事業１２０万円は、

東京ドームで行われましたテーブルウェア・フェスティバル、東京ビッグサイトで行っておりますギフト・ショ

ー等へ参加の負担金となっております。その２つ下の黒ポツ、産地活性化プロジェクト負担金１００万円は、木

曽漆器青年部、長野県中小企業団体中央会、筑波大学と市が連携し木曽漆器の後継者を確保するとともに、産地

である木曽平沢地区の産業振興を促進するため、空き工房等を活用し、漆芸活動を支援する事業となっておりま

す。 

決算説明資料７３ページをお願いいたします。こちらの事業の成果となります。上段の木曽漆器振興事業の成

果のところ、上から２つ目のポツからになります。漆器祭は、前年度に引き続き工房見学を実施したことで、お

客様に大変好評でありました。昭和女子大学との連携により、女子大生の目線による新しいデザインの漆器ｃｏ

ｃｏｒｏ ｃｏｎｃｅｐｔを製作し、高い評価を得ました。こちらは、東京ビッグサイトで行われましたギフト・

ショーに出展しております。後継者育成奨励金は３人、７２万円を支給いたしました。木曽漆器普及拡大事業は

２３件の申請があり、２５７万８，０００円の補助金を交付しております。産地活性化プロジェクトにおきまし

ては、空き店舗を活用した活動、育成拠点が整備されております。 

続きまして、４目地域ブランド推進事業費について御説明申し上げます。こちらの事業は、地域ブランド戦略

に基づき、地域ブランド推進活動協議会を中心に地場産品を効果的に活用しながら塩尻全体のブランド化を図る

ものでございます。２つ目のポツ、地域産品ブランド化事業、決算額１，１７９万１，０１５円について説明を

申し上げます。一番下のポツ、東京アンテナショップ賃借料３８４万円は、東京渋谷区のアンテナショップの賃

借料３２万円掛ける１２月となっております。続きまして、１８２、１８３ページをお願いします。備考欄一番

上のポツ、ワインブランド推進事業負担金でございます。こちらは塩尻ワイナリーフェスタ負担金、ワインと語

る夕べ負担金、日本アルプスフェス負担金となっております。次のポツ、地域ブランド推進活動負担金２７５万

１，０００円は、銀座ＮＡＧＡＮＯ等の首都圏を初め全国に向けたプロモーションの展開のために要した負担金

となっております。次のポツ、シャトルバス運行補助金１６２万５，０００円は、松本山雅のホームゲームの際

のシャトルバスの運行補助金となっております。５試合における運行をしております。 

次の次の白丸、地域産品ブランド化事業につきましては、地方創生加速化交付金の２７年度からの繰越金１，

０００万円となっております。内容としましては、ミス・ワインへの協賛金、地域ワインバレーへの負担金、パ

ンフレットの作成、名古屋で行われます名古屋ワインバーへの負担金等となっております。 

続きまして、５目観光費の説明を申し上げます。２つ目の丸、観光振興事業につきまして、こちらは観光振興
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ビジョンに基づき、ゲートウェイプラザの基幹施設である塩尻市観光センターの充実を初め街道おもてなし観光

の発信、観光資源の磨き上げ・開発を実施しております。新たな需要が見込めるインバウンド対応、また各種イ

ベントへの負担金、補助金等の交付も行っております。真ん中よりやや下のポツ、新宿駅南口観光案内所使用料

でございますが、昨年７月にオープンした中部地方を訪れる海外からのお客さまの誘客を目的とした中部インフ

ォメーションプラザ新宿の使用料となっております。一番下のポツ、観光協会運営補助金５，４９８万５，００

０円ですが、塩尻市観光協会への補助金となっております。観光協会の人件費、観光イベント等の推進のための

補助金となっております。決算説明資料７４ページをお願いします。本事業における成果としまして、信州デス

ティネーションキャンペーンのプレＤＣや、木曽路が日本遺産の認定を受けたことにより、年間の観光客は奈良

井宿、高ボッチ高原、平出遺跡が前年と比較し１０１％から１０６％となっております。また、奈良井宿を中心

に外国人観光客も増加傾向にあります。一方、みどり湖、チロルの森につきましては、来場客が微減となってお

ります。 

次の白丸、観光施設整備事業、決算額５，７１７万８，６４８円につきまして、こちらは観光施設の維持管理、

補修、新設に伴うものでございます。１８４ページ、１８５ページをお願いいたします。備考欄の１２番目のポ

ツ、真ん中辺です。清掃委託料２７３万１，５６０円、こちらは観光センター奈良井の駅前、贄川駅前等のトイ

レの清掃委託料等となっております。それから２つ下のポツ、塩尻駅前広場整備設計委託料１９９万８，０００

円は、今年３月に竣工しました塩尻駅前広場の整備設計にかかわる委託料となっております。その下のポツ、み

どり湖釣り場・周辺管理委託料３２２万６，３４４円は、みどり湖の釣り場・周辺管理における料金徴収、花公

園の管理等となっております。さらに少し下がりまして、中段のいこいの森公園管理委託料１７７万３，３００

円は、いこいの森公園の管理ということで１万３，８００円掛ける２５７日分となっております。その下のポツ、

塩尻駅前広場モニュメント制作設置委託料２９５万円は、昨年度公募提案による最終作品の設置委託料となって

おります。その４つ下のポツ、観光施設整備工事１，８６８万２，２４５円のうち１，６６９万３，５６０円が

この塩尻駅前広場の整備工事となっております。そのほか工事費の主なものは、高ボッチのトイレのポンプの交

換工事、サインの整備工事等となっております。また、その４つ下のポツは、同じく塩尻駅前広場の用地の取得

費２６２．９７平米となっております。決算説明資料の７４ページ、お願いいたします。観光施設整備事業の成

果でございます。塩尻駅前広場改修整備では、信州観光の入り口としての玄関口にふさわしく、多くの市民や観

光客が待ち時間や休憩の場所として快適に過ごすことができる公園整備ができました。 

決算書にお戻りいただきまして、１８５ページの次の丸になります。広域観光推進事業、決算額９０１万５，

４８０円につきましてでございます。こちらの事業は、隣接近隣の自治体と連携し、広域的な観光振興及び誘客

促進事業を実施するものでございます。広域パンフレットの作成、広域キャラバン等を実施しております。３つ

目のポツ、信州まつもと空港利用促進負担金３４５万円でございます。こちらはまつもと空港利用促進協議会、

こちらは県内の関係自治体で構成しているものでございます。５０万円。まつもと空港地元利用促進協議会、こ

ちらは地元自治体及び関係団体で構成しているものでございます。さらにまつもと空港を利用する会、こちらは

松本商工会議所が事務局となり、空港利用を推進しているものでございます。これらの事業への負担金となって

おります。さらにその２つ下のポツ、木曽観光連盟負担金２２５万１，０００円は、木曽路小さな旅といったよ

うな広域的なパンフレットの制作費が主なものとなっております。１８６ページ、１８７ページをお願いいたし
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ます。２８年度に新たに支出した負担金が２つございます。下から２つ、信州ＤＣ負担金、こちらは本年度実施

しております信州デスティネーションキャンペーンの準備のための負担金５８万円となっております。販売促進

会議や関係者をお招きしたエクスカーション等に使っております。その下のポツ、木曽地域文化遺産活性化協議

会負担金１万円は、昨年４月に指定されました日本遺産を活用した観光振興に関する負担金となっております。

７款商工費につきましては、以上でございます。 

○委員長 それでは、委員より御質問ございますか。 

○丸山寿子委員 １８１ページ木曽漆器振興事業の中で、漆器祭・宿場祭開催負担金のところで関連してですけ

ど、来場者数が約３万５，０００人というようなことですが、この参加人数というか、来ていただいている方の

動向はどのようになっているでしょうか。 

○ブランド観光課長 御来場いただいているお客様の動向としましては、２６年度が３万４，０００人、２７年

度が３万８，０００人で、２８年度は３万６，５００人と１，５００人減少しております。なお本年度につきま

しては、５０回ということで、内容の見直しもする中で再び増加となっております。 

○丸山寿子委員 それから、どういったところから来ているかですとか、その来ていただいている方についてっ

ていうのは何か調査しているのか、またもう１つは、来ていただいている方にどういう漆器祭を望んでいるかと

いえばあれですけど、希望だとか、もっとこうしてほしいだとか、そういったアンケートは、私もちょっと行っ

ている中で余り目にしたことはないんですが、そういった調査というようなことはしているのかどうか、お願い

します。 

○ブランド観光課長 アンケートにつきましては、漆器店巡りをするという形で、ほんの一部になりますが、ア

ンケートを実施しております。また、全体的なアンケートは、特産品が当たるような抽選会でアンケートをして

おりまして、その中では中京方面のお客様、それから南信のお客様がやはりかなり多いということで、やはり中

南信が多いということで、できれは関東方面からのお客様をということで、私どもも今、実行委員会の中では考

えて検討も続けております。 

○丸山寿子委員 それから漆器祭が終わった後、新聞報道などで売り上げがどうだったというようなことも報道

されているんですけれど、その辺は市としては聞き取りだとか、そういったことをしているのか、その辺につい

ての調査はどうでしょうか。 

○ブランド観光課長 売り上げにつきましても、新聞報道と同じ数字を私どもも把握しております。 

○丸山寿子委員 やはり来るお客さんの動向も時代とともにいろいろ変わっている部分もあると思います。そし

て今、物がたくさんあって家の中をどう片づけるかというような時代で、断捨離と言われているような、あるい

はどのように家の中を整理していくかというような傾向の時代になっている中で、しかし価値があるものだとか

自分にとって意味のあるものっていうんですかね、そういったものにはお金を出そうというような傾向があるの

で、その辺も、やはり動向も、どんなふうに考えているのかというようなことも調査をしてほしいと思いますし、

それからあともう１点、参加していていろんな方の声を聞く中で、特に県外などから来ている方たち、せっかく

平沢、奈良井もそうですけど、特に平沢に来て食べるところがないっていうことをやはりすごく言います。そし

て、パック詰めのいろいろな食品などはあるんですけれど、せっかく来たので落ち着いて食べたいということを

言うんですけれど、空き店舗なども出ている中で、お祭りの当日にきちんと落ち着いて食べられるところ、ある
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いはやはりせっかくなので本当に木曽漆器を使って食べられる、すごく豪華なすごいセットとかではなくていい

んですが、そういう雰囲気づくりをすることで、実際に漆器を使うことで、ひとつ購買意欲に結びつくんではな

いかなということも思うわけなんですが。それでなれている人たちは、行きつけのといいますか、なじみのある

ところに毎年立ち寄っていろいろおいしくいただいたり、漆器もいろいろな、こんな使い方があるのかというよ

うなことも知る機会があるんですが、初めて来たとか、あまりなれていない方たちだと、そういったことも経験

もできないところがちょっと残念に思うんですけれど、そういったこともちょっと調査したり、あるいは平沢の

皆さんのお考えというのですかね、どういったことまでだったらできるとか、そういったこともちょっとして調

査していただいて、たくさん店頭に物があっても、それを今、じゃあ、たくさん買っていくかっていうと、そう

いう時代ではない気がするんですけれど。ちょっとその辺についてお願いします。 

○ブランド観光課長 売り上げと関係する中で、ちょっと関係あるかもしれないんですが、最近のお客様の傾向

としては、安ければいいということで、掘り出し物とか外から持ってきて店頭でばらまくっていうと変なんです

けれども、すごく安く売っているようなものを求めて来るお客さんもかなりふえているようです。逆に、以前は

高い物が安く売られているっていう掘り出し物を探して、いい物を安く買うっていうお客さんだったんですが、

そういったお客さんが減ってきているのは事実で、それが売り上げの減少につながっているというお話は聞いて

おります。ただ、今年度、さっきもことしの話を出してあれなんですけれど、ことしは傾向としてかなりいい物

にお客さんの目が向き始めているというような話は聞いておりますので。ただいま頂戴しました御意見、漆器を

もっと身近に感じられるような方法を実行委員会のほうでもテーブルに上げて考えていきたいと思います。今行

っておりますテーブルウェアのコーディネートは先生に来ていただいてやっておりますが、そういったことを続

けることによって使用する皆さんの身近に感じられるような漆器祭をつくっていくように実行委員会にも働きか

けながら一緒につくっていきたいなと思っております。 

○丸山寿子委員 それから済みません、同じところで、資料のほうの７３ページ、先ほど説明もありましたが、

昭和女子大との連携によってデザインの漆器ということですが、これはビッグサイトに出展ということですけれ

ど、ちょっと市内にいてこれは見ることができないのか。見ていないなと私は思うんですが、その辺は、例えば

ワインが塩尻市民にもよく浸透して市民こそワインを飲んでもらうっていうのと同じように、漆器のことを知っ

てもらったりとか、また新しいものも市民にも知ってもらうことも大事かと思うんですけど、その辺はどうなん

でしょうか。 

○ブランド観光課長 今のｃｏｃｏｒｏ ｃｏｎｃｅｐｔにつきましては、新しい市場開拓ということで、首都

圏を中心にまずギフト・ショーから入るということでやっております。あわせまして銀座ＮＡＧＡＮＯ等も活用

しながら、首都圏の皆さんに今ＰＲしているところでございまして、ただいまの御意見、頂戴しました。内向き

についても、何らかの形で発信をしていくようにしていきたいと思います。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

○副委員長 １８５ページ、ちょっと細かなことですが、下から２行目の権兵衛峠観光施設等保全研究会ってい

うこれ、どんなことを研究しているのか、お尋ねをいたします。 

○ブランド観光課長 担当の観光振興係長のほうから答弁申し上げます。 

○観光振興係長 権兵衛峠観光施設等保全研究会につきましては、本市と伊那市、南箕輪村と構成しているもの
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でございます。主な取り組みとしましては、権兵衛峠、旧街道でございます。こちらの保全整備活動等を実施し

ております。 

○副委員長 塩尻市と。 

○観光振興係長 塩尻市、伊那市、南箕輪村になります。 

○副委員長 権兵衛峠ですよね。木祖村は入らない。 

○観光振興係長 木祖村は入っておりません。南箕輪村は飛び地がありまして、権兵衛峠を構成する関係自治体

ということで構成をしております。 

○副委員長 わかりました。 

○委員長 いいです。 

○柴田博委員 １８１ページの上のほうのペレット製造等分析業務委託料ですけれども、もう委託した中身につ

いては終わっているんだと思うんですけども、その結果といいますか成果品といいますか、その辺の概要等をも

し今わかれば聞かせてください。 

○森林課長 昨年度の委託事業ということで試験製造したペレットについての製造分析をしておりまして、その

結果といたしましてですが、原料となりますおが粉、これが季節、あるいは月、あるいはタイミング、タイミン

グによっていろんな樹種の木が製材されます。いろんな種類のおが粉が発生する中で、そこからペレットに製造

した場合、どうも一定したある程度の品質を保てるペレットを安定してつくるということが難しいということが

わかってきております。それは、おが粉が固まりにくいというような現象が起こるということでございまして、

添加物を加えるとか、いろいろ方法があるようですけれども、現時点では安定した高品質のものをつくり続ける

のはやや困難という評価でございます。 

○柴田博委員 それで、製造等調査と燃料試験製造というのと２つ委託しているわけですけど、請負等明細書の

ほうには、その上のほうは出ていますけど、下のほうは出ていないんですが、そこはどこに委託したのかという

ことと、これペレット燃料試験と書いてあるけど、燃焼試験じゃないの。 

○森林課長 ペレット燃料の試験製造ということでございますので、ペレットの試験製造という形で、一方です

ね、試験製造したペレットを市民に対してモニターという形で、試験的な使用状況調査ということも実施してお

りまして、それは燃焼試験といえば燃焼試験というような形になろうかと思います。それについては、ある程度

良好なアンケート結果が得られております。 

○柴田博委員 済みません。その２つ目に書いてあるペレット燃料の試験製造業務委託料、これの中身は、ちょ

っともう１度説明してください。 

○森林課長 ペレット燃料試験製造委託料７０万２，０００円のものでございますね。 

○柴田博委員 はい。 

○森林課長 これについては、おが粉から直接ペレットを製造するということで、製材工場であります征矢野建

材に委託したものでございます。 

○委員長 多分具体的に、２つあるのに何にどういうふうに使ったかっていうのをもうちょっと詳しく説明した

ほうが、その文章を読んでいるだけだとわからないので、例えばペレットをつくってみたらどうだったとか、そ

ういう話をしたほうが柴田委員もわかりやすいのかなと思いますので、もうちょっと細かくお願いします。 
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○森林課長 ペレットの試験製造ということでは、おが粉からペレットをつくるという部分を征矢野建材につく

ってもらうところまでは委託いたしまして、そのできたペレットを実際に品質の分析、あるいはモニターに使っ

てもらってのアンケート調査、そういった部分については森のエネルギー研究所に対して品質の分析等を委託し

たということでございます。 

○柴田博委員 わかりましたが、それで、その金額等の関係で、こちらのほうには１つしか出てないっていうこ

と。 

○委員長 ８９９万円ね。こちらしか載っていないという指摘ですが。７０万２，０００円の委託先が載ってい

ないことについて。 

○森林課長 その工事明細書のほうへ記載するという基準がですね、委託ですと２００万円以上のものを記載す

るということになってございまして、そういう結果でございます。 

○柴田博委員 わかりました。もう１点いいですか。同じページの一番下の東京アンテナショップの関係ですけ

ども、これ見直すという話も前、出ていたような気がしたんですけど、その辺については今どうなっているんで

しょうか。 

○ブランド観光課長 こちらにつきましては、見直しを行いまして、契約の更新はしないということで、今年度

からは解除しております。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○永井泰仁委員 先ほどの柴田委員の関連にもなるんですけれども、ペレットの木種の製造の関係ですがね、当

初はホワイトペレットの製造を目指すということでやってきたと思うんですが、こんなに何回も試験をしなくて

もですね、やっぱり上伊那の森林組合でやっているように、本当に良質なホワイトペレットをつくるんなら、や

はりそのつくる材料がね、一定のものを購入する形でないと、一般のペレットはともかくとして、ホワイトペレ

ットはできないっていうようなことも既にわかっていますから。ですからここをですね、今回実験をしましたけ

ど、これ以上は、もうわかっていることは私はやる必要ないと思っていますし、それからおが粉についても、や

っぱりそのときの木の樹種とか引いたものによって状況も違いますから、これを採算ベースに合うようになんて

ことは大変なことだと思うし、業務委託をしたところでどういう結果の分析やら報告書が出ているかわかりませ

んけれども、これはもう発電のほうでですね、燃焼させるしか一番いい方法がないと思うんで。あれですか、ま

だこのペレット燃焼だ、製造だっていって、また３０年度も何か特別実験をしたり、そういうことをやるつもり

なのかどうなのか、その辺はどうでしょうか。 

○森林課長 今年度はですね、このペレットの製造、今後どうしていこうかという部分について市としてもある

程度の方向性を見出す時期にそろそろ来るんではないかということで、その辺の検討をする程度の内容のものと

なっております。 

○永井泰仁委員 もうね、これ当初の計画は非常にいい計画で進んでいるけども、発想はよかったけど１つ１つ

分析をね、していくと、とてもじゃないがホワイトペレットのね、煙の出ない良質なものっていうのをつくるに

は、一定のやっぱり水分に乾燥させたり、それから木の樹種もですね、同じようなものをやっぱり購入する段階

からペレット製造をつくるっていう目的でその木をですね、加工していくようにしないと、もうできないなんて
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ことは、いろいろなところで、日本だって三十数カ所でつくっているわけですよ、小さい規模のところも入れれ

ば。もうわかっていますから、いつまでもペレットっていってもね、金を、経費をつぎ込んでさ、市がやる、市

がやるって言うけれども、やはりその辺の結論はもうこの辺で出していくべきだし、だから採算に合わないこと

はやらないほうがいいもんですから。この実証実験や何かにかかるなら、むしろですね、良質なペレットをどこ

かから購入してでもですね、やるようにしたほうがもう絶対いいっていうことがはっきりしていますから、こう

いう金をね、もうむやみに捨てていくようなことはやめてほしいと思うが、どうですか。 

○産業振興事業部長（産業政策・地域ブランド担当） ペレット製造の実証実験、これまでやってきました。今

説明あったとおりですね、樹種ですとか時期によって安定しないというところはございます。ただ、製材おが粉

と製販おが粉とありまして、いずれにしても燃料としてですね、今後発電で使う可能性のある部分もあります。

最小限は燃料としてですね、今、小学校とかペレットストーブ導入していますけれども、最小限のものが今、製

造設備は持っていますので、最低限のものを今、一番最適な方法でできると。どの程度の量ができるかという最

低限の調査をやっていますので、そのように御理解をいただきたいというふうに思います。 

○永井泰仁委員 行政の皆さんもですね、牛久市、茨城だか埼玉だったか忘れましたが、木質バイオマスタウン

構想ということで市が取り上げてですね、本格的に木質バイオマスに取り組んでいるもんですから、一度行政の

皆さんも、このペレットの関係も含めましてね、牛久市をぜひ視察をして、これまでかなり先進的に取り組んで

いますから、かなりのいろんな答えももらえると思いますんで、視察をしてぜひ勉強してきてほしいと思います。

以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

ちなみに、今の調査分析は今年度中に終わって、報告書か何かで提出されるということですかね。 

○森林課長 本田主査より申し上げます。 

○主査 ２８年度の研究成果でございますので、すでに手元のほうにその実績報告書は届いております。 

○委員長 ちなみに１センチぐらいですか、厚さは。 

○主査 ざっと１３０ページほどの報告書になっております。 

○委員長 じゃあ、一部コピーして委員会に提出してもらってもいいですか。あとはね、各委員で見たい人は見

てもらえばいいので。 

○主査 わかりました。 

○委員長 じゃあ、よろしくお願いします。 

では、審議続行します。ほかに御質問ございますか。 

○篠原敏宏委員 予算書だと１７９ページ、資料の７２ページのインキュベーションプラザ、私は今まで深くこ

の関係に触れる場面がなかったんで、よくわからないってこと前提でお聞きしますが、インキュベーションプラ

ザの運営、特にどういう人がどういうかかわりを持ってやっているか、あるいはここに、７２ページのですね、

下の地域産業振興推進事業繰越分のほうの説明の中にありますが、ＳＩＰ所長を含む３人のコーディネーターに

よりこういった事業をやっているという記載がありますが、人件費としての事業体としての運営の中身、例えば

常勤の人が何人いて非常勤の人が何人いて、要は人の動きだと思うんですよ、このＳＩＰの動きっていうのは。

これはどのような実態に今あるのか、教えていただけますか。 
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○産業政策課長 塩尻インキュベーションプラザの人の動き、いわゆるですね、そちらを組織として機能する動

きについて申し上げますと、塩尻市振興公社の職員として所長が１名、あと機械金属系のコーディネーターが１

名、ＩＣＴ系のコーディネーターが１名、３名の職員と１人のですね、臨時職員、そちらのほうで運営をしてお

りまして、入居企業、全部で１３部屋ありまして、１３企業ございます。そちらの関係の支援でありましたり、

セミナーを開催して市内の企業の方に集まっていただいて、技術力の向上であったり、またですね、経営の向上

であったり、そのような形で産業の振興にかかわる事業を実施しているところでございます。 

○篠原敏宏委員 だとすると、今のお話だと３人のほぼ常勤の研究員というか所長含めたスタッフの皆さんと臨

時職員で、４人で実質インキュベーションプラザを運営しているという理解でよろしいですか。それと振興公社

は別に、ほかの仕事をやりながら別のところにいますので、会計の経理やそういうのは全部総合して振興公社が

この委託金や補助金でもって全て運営しているという理解でよろしいですか。 

○産業政策課長 振興公社のほうでですね、お金のほうの関係の経理は携わってもおります。 

○篠原敏宏委員 もう１点、その関係。この皆さん、スタッフの皆さんというのは、その任期や雇用期間とか、

そういった関係はどうなっていますか。 

○産業政策課長 任期は特に定めてございません。いずれもですね、県の職員のＯＢ、またコーディネーターに

関しましては民間企業出身の方を雇っております。 

○篠原敏宏委員 振興公社と雇用関係にあるっていう理解でよろしいわけですね。 

○産業政策課長 そのとおりでございます。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

○丸山寿子委員 １８３ページの商工観光総務事務諸経費の中のＷｉ－Ｆｉのアクセスポイント使用料が出て

いますけれども、これは何カ所分の使用料になりますか。 

○ブランド観光課長 １５カ所になります。 

○委員長 １５カ所ですか。 

○丸山寿子委員 日本はほかの国に比べてこのＷｉ－Ｆｉの設備がどうしても弱くてというような状況だって

いうことですけど、これは主にどこら辺にあるのか。最初は奈良井宿だか、そこを皮切りにだったと思うんです

けれども。それで、その１５カ所っていうところで充足しているのかとか、その辺についても教えてください。 

○ブランド観光課長 担当の観光振興係長から答弁申し上げます。 

○観光振興係長 主だった観光地に設置のほう、終了しております。奈良井宿につきましては街道沿い、ほぼつ

ながるような形をとっておりますし、あとは平出遺跡ガイダンス棟等、観光地に計１５カ所設置をしております。 

○丸山寿子委員 観光地にということですけど、観光地以外のところで必要だというような声っていうのはない

んです。観光課に聞いて、その問いはちょっと変なのかもしれませんけど。ほかの場所もね、訪れる外国人の方

とかもいらっしゃるかなとも思うんですけど、どうでしょうか。 

○観光振興係長 おっしゃるとおりであると思います。特に外から来た外国人の方等はですね、そういったサー

ビス、非常に受けたいという希望が多々あろうかと思います。一般の国内の観光客の皆さんにつきましては、ほ

ぼ通信系のもので網羅はされておるんですが、無料でＷｉ－Ｆｉ利用できるということになりますとサービスの

向上にもつながるかと思いますので、今後も研究してまいりたいと思っております。中央スポーツ公園、こちら
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にも入っております。 

○委員長 よろしいですか、丸山委員。 

済みません、関連で。これ年間６万円ぐらい１カ所かかるんですが、相場でそんなもんですかね、フリーＷｉ

－Ｆｉって。ちょっと若干高いかなとも思うんですが。どこか委託してあるってことですか、ＮＴＴさんとかに。

１カ所の管理、割り返すと６万円ぐらいなんですが。 

○観光振興係長 場所によっても違うんですが、委託先は松本ケーブルになります。 

○委員長 わかりました。また勉強してみます。ほかにございますか。 

じゃあ、私から、済みません。１８１ページの木曽漆器工業協同組合負担金で５４０万円ぐらい。予算のとき

にちょっと聞いてなかったんで、これ具体的に組合のほうでどんなお金に使っているのか、わかれば教えてくだ

さい。 

○ブランド観光課長 担当係長のほうから答弁申し上げます。 

○ブランド推進係長 ５４９万円の内訳ですが、主に組合の運営費ということで支出をしております。具体的に

はですね、人件費に回っている部分ですとか、販売などの関係の経費に回っているということになります。 

○委員長 ちなみに組合の予算ってわかります、年間どのぐらいか。 

今じゃなくていいので、また後で教えていただけます。 

○ブランド推進係長 では、後ほど回答させていただきます。 

○委員長 あと、じゃあ済みません、１点だけ要望で。地場産センターは、いろいろ質問をさせていただいて課

題はあるんですが、この補助金とかを見ていても、どうしても国内向けの販促に対する補助金が多いと思うんで

すが、国内はもう非常に厳しいので、海外向けに出ていったりっていうところの補助金っていうのは、国、経産

省とか、要は旅費と展示会の費用を３人から５人が行って、そのものを持っていくと多分５００万円とかになる

のかな。それを超えてくるお金はやっぱり多分組合とかでは集められないので、それを出してあげたほうが効果

がこれからはあるのかなという素人考えで、その辺ちょっと研究とかしてもらいたいんですが、少し何か状況で

考えとかあれば。国の補助金とあわせてちょっと答弁いただきたいんですが。 

○産業政策課長 海外展開に関する補助制度ですけれども、今、国のほうもですね、充実を図っておりまして、

経済産業省でありましたり、中小企業庁、中小機構等で補助メニューがございます。ＪＡＰＡＮブランドという

ことで発信できる木曽漆器は、まさにブランドでございますので、そういうですね、支援事業を使いながら、現

在ですね、国とも協議を進めているところでございます。 

○委員長 個人的意見ですが、できたら向こう３年ぐらいは来年の予算から盛ってあげて、とりあえずこちらの

皆さんが行って見てみるっていうことをしないと現状ではなかなか打開策がないのかなっていうふうに思うんで、

ニューヨークでもパリでもいいので、ぜひ担当課もついてですね、行ってきて、それから考えるのもいいんじゃ

ないかと個人的に思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、ことしの予算を期待しております。 

じゃあ、ほか、委員からはよろしいですか。それでは、商工費が終りましたので、じゃあ、１０分間休憩をい

たします。 

午後 ２時１３分 休憩 

――――――――――― 
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午後 ２時２１分 再開 

○委員長 それでは、おそろいですので、引き続き審査を続行いたします。 

８款土木費並びに１１款災害復旧費を議題といたします。説明を求めます。 

○建設課長 それでは、決算書１８６ページ、１８７ページをお開きください。８款土木費１項土木管理費１目

土木総務費、主なものにつきまして説明をさせていただきます。 

○委員長 座っても、どうぞ構いませんので。 

○建設課長 それでは、着座にて失礼させていただきます。１８７ページ備考欄一番下の白丸、統合型ＧＩＳ共

用空間データ作成事業１，３５５万４，０００円でございます。決算説明資料７５ページ、またあわせまして委

託明細書６３ページをごらんいただければと思います。１つ目の黒ポツ、統合型ＧＩＳ共用空間データ作成業務

委託料７９３万８，０００円でございますが、内訳といたしましては、基盤地図修正業務委託料と建設事業部Ｇ

ＩＳ保守業務委託料でございます。基盤地図につきましては２，５００分の１の基盤地図１００図画のうちの市

街化区域内の９図画を修正をさせていただいたものでございます。次の黒ポツ、道路関係台帳等管理委託料５６

１万６，０００円でございますが、道路台帳の適切な管理を行ったものでございます。 

１枚おめくりいただきまして、決算書１８８、１８９ページをお開きください。２項道路橋梁費１目道路橋梁

総務費をごらんください。２つ目の白丸、道路橋梁事業諸経費３９６万２，６８１円でございます。主なものと

しまして、２つ目の長野県有料道路通行券購入費１３９万８００円と、２つ下の県道路整備期成同盟会負担金以

下でございます。以下につきましては、各種同盟会の負担金でございます。 

続きまして、２目道路維持費でございます。１つ目の白丸、道路維持改良事業でございます。１億１，８７３

万７，７５２円、こちらにつきましては、各地区からの要望箇所及び緊急度の高い箇所の整備を行ったものでご

ざいます。決算説明資料、同じく７５ページをごらんいただければと思います。９番目の黒ポツ、清掃委託料５

２１万３，９４３円でございますが、こちらにつきましては、シルバー人材センター、また業者での道路除草、

清掃作業を実施したものでございます。その下の街路樹せん定等委託料１，２１４万９，１０７円でございます

が、街路樹せん定、また市道の路肩の草刈りを行わさせていただいたものでございます。１ページ、おめくりい

ただきまして、１９０、１９１ページでございます。１つ目の黒ポツ、ちょっと中段になってきますけれど、市

道維持補修作業委託料６６０万２，０４０円でございますが、こちらにつきましては、雨水ポンプの保守管理と

塩嶺高原別荘地内の維持管理と市内道路パトロールを委託したものでございます。続きまして、次のＬＥＤ照明

導入事業委託料６２２万８００円でございますが、こちらにつきましては平成２８年度実施をさせていただいた

ものでございますが、市内の道路照明灯の設置場所、設置状況などを調査させていただきまして、ＬＥＤ化への

事業調査を行ったものでございます。これによりまして、市内３０７灯がＬＥＤ照明となったということでござ

います。その下、重機借上料１，７７７万５０４円でございます。こちらにつきましては、雨水浸透ます、道路

側溝の清掃を行ったものでございます。また、その下のＬＥＤ照明使用料３５万２４４円でございますが、こち

らにつきましては先ほど説明させていただきましたＬＥＤ化を行いました道路照明灯のリース料ということで、

１カ月分をお支払いをさせていただいたものでございます。こちらのものにつきましては、１０年間のリース契

約債務負担をとりましてリースをさせていただいているものでございます。その下、維持改良工事５，００８万

４，５３４円でございます。こちらは５１カ所を改良工事を行ったものでございます。工事明細書の１１ページ
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から１４ページをごらんいただければと思います。その下の補修用資材１，１７６万２５９円でございますが、

こちら、砕石等の補修用資材と舗装の補修用の鋼材などを購入させていただいたものでございます。 

次の白丸、除雪対策事業１億７，２５１万５，６１６円となっております。２つ目の黒ポツ、除雪作業委託料

８，９５２万３，８０２円でございますが、こちらは市内３５業者への除雪の作業、また凍結防止剤散布２７社

の作業委託でございます。その下の黒ポツ、重機借上料３，４７２万４，４８４円でございますが、こちらは除

雪の重機の待機料でございます。次の黒ポツ、補修用資材３，９９３万６，３１５円でございますが、塩カルな

どの融雪剤を購入させていただいたものでございます。その下、備品購入費２６８万２，７２０円でございます

が、こちらは凍結防止剤の散布機の２台を購入させていただいたものです。一番下の黒ポツ、除雪協力助成金４

５８万１，３００円につきましては、実績に応じて区の皆様に交付をさせていただいたものでございます。 

次の白丸、道路維持補修事業２，８７７万８，３３２円、こちらにつきましては決算説明資料７６ページをご

らんいただきたいと思います。１つ目の黒ポツ、測量調査委託料２０万７，３６０円でございますが、こちらに

つきましては、道路損傷システムの開発ほか１件ということでございます。次の黒ポツ、維持応急工事４４カ所

でございますが、緊急で危険箇所の工事を行ったものでございまして、工事費明細書の１４ページから１８ペー

ジをごらんいただければと思います。 

次の白丸、排水路整備事業５，９７５万８，５６０円でございますが、こちらにつきましても、同じく決算説

明資料７６ページに記載が参考で見ていただければと思います。１つ目の黒ポツ、排水路整備工事３９カ所を行

わさせていただき、降雨時の良好な排水を確保するため排水路整備を実施させていただいたものでございまして、

内訳につきましては工事明細書１８ページから２１ページに記載をさせていただいてございます。 

引き続きまして次の白丸、交通安全施設整備事業２，３８３万６，８７４円でございます。こちらにつきまし

ても決算説明資料７６ページ、またあわせまして工事費明細書２１ページから２４ページとなってございます。

こちら、交通安全施設整備事業としてカーブミラー、ガードレールなど安全施設１９カ所、また通学路安全対策

工事としまして１８カ所の工事をさせていただき、交通安全対策の推進を行わさせていただきました。 

続きまして、３目道路新設改良費、１つ目の生活道路整備事業１億１，３５４万１，９０４円でございますが、

決算説明資料につきましても同じく７６ページ、決算書では次の１枚おめくりいただきまして、１９２、１９３

ページをお開きください。この事業につきましては、狭隘道路の補助また起債、単独合わせての決算となってお

ります。測量調査設計委託料、工事請負費、用地取得費、支障物件移転補償費で構成をさせていただいてござい

ます。委託明細書につきましては６３ページ、工事明細書につきましては２４ページから２８ページとなってご

ざいます。１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料１，３１７万６，０００円でございます。こちらにつきまして

は、そちらの決算書にも記載してございます下西条町区線測量業務委託料、また第二中山道・奈良井踏切新設詳

細設計、あわせまして奈良井踏切信号設備設計委託料という形で実施をさせていただきました。そこから４つ目

の黒ポツ、市道新設改良工事９，４８９万９，７４６円でございますが、こちらにつきましては、舗装工、道路

改良等地域内の生活道路５１カ所の整備工事を実施をさせていただきました。その下の用地取得費９３万６，８

７０円でございますが、こちらは４路線５５６．８平米を取得させていただき、その下の支障物件移転補償費３

２４万９，１６９円につきましては、同じく４路線７件の物件の移転補償をさせていただいたものでございます。 

次の白丸、幹線道路整備事業２，８２５万２，８００円でございますが、こちら決算説明資料７７ページ、こ
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ちらも補助、起債、単独合わせての決算とさせていただいてございます。１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料

９５万４００円でございます。こちらにつきましては、（仮称）歯科大東交差点地形測量業務委託料とあわせまし

て町区上西条線交差点地形測量の業務委託料の平面測量を実施をさせていただいたものでございます。委託明細

書につきましては６３ページをごらんいただければと思います。また、その下の市道新設改良工事２，７３０万

２，４００円でございますが、こちらにつきましては、市道上り側道南熊井長畝線の工事を実施させていただい

たものでございまして、工事明細書２８ページとなってございます。 

次の白丸、歩道整備事業７，１９２万７，２５３円でございます。こちらにつきましては、決算説明資料７７

ページもあわせてごらんいただければと思います。国庫補助でもあります社会資本整備交付金事業で君石野村線、

西条線、下西条町区線につきまして取り組みをさせていただいたものでございます。１つ目の黒ポツ、測量設計

調査委託料１，０６９万９２０円につきましては、そちらに記載のされてある内容の６件の委託を行わさせてい

ただいたものでございまして、委託明細書６４ページに記載をさせていただいてございます。２つ目の黒ポツ、

市道新設改良工事４，２４９万８，０００円でございますが、こちらにつきましては、市道堰西えびの子通線の

歩道設置を行わさせていただいたものでございまして、継続事業として行っておりましたが、平成２８年度をも

ちまして竣工となったものでございます。工事費明細書２８ページに記載をさせていただいてございます。次の

黒ポツ、用地取得費１，３９７万１，３７８円でございますが、こちら君石野村線と西条線の２路線の用地取得

を行わさせていただいたもので、９６０．７９平米を購入させていただいたものでございます。次の黒ポツ、支

障物件移転補償費につきましては、君石野村線、西条線あわせまして支障物件の補償をさせていただいたもので

ございます。 

その下の白丸、道路施設長寿命化改修事業１億１，３５５万９４７円でございます。こちらにつきましては決

算説明資料７７ページをごらんいただければと思います。橋梁の長寿命化事業を実施し、舗装も含めた道路施設

の維持管理に努めたものでございます。１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料５，６０８万６，４６７円でござ

います。こちらにつきましては、河川橋が１橋、ＪＲ橋が１橋、長野自動車道の跨道橋につきましては２０橋の

点検業務を実施をさせていただきました。委託明細書６４ページでございます。２つ目の黒ポツ、市道新設改良

工事５，７４６万４，４８０円でございますが、５路線６カ所の道路施設長寿命化改修事業として行わさせてい

ただいたものでございまして、工事明細書２９ページでございます。 

繰越事業として実施したものでございますが、その下、白丸、歩道整備事業９７２万円でございますが、こち

らにつきましては西条線の歩道整備事業でございます。工事明細書２９ページとなってございます。 

１枚おめくりいただきまして、同じく繰り越しでございます。１つ目の白丸、道路施設長寿命化改修事業でご

ざいますが、こちらにつきましては１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料、こちら日出塩跨線橋補修設計業務委

託を繰り越しにおいて行ったものでございます。委託明細につきましては、一緒に６５ページをごらんいただき

たいと思います。 

○まちづくり推進課長 続きまして、４目街なみ環境整備事業費をお願いいたします。あわせて決算説明資料７

８ページ、工事の明細につきましては工事請負費等明細書３３ページを、委託の明細につきましては工事請負費

等明細書６７ページをごらんください。街なみ環境整備事業ですけれども、重要伝統的建造物群保存地区であり

ます木曽平沢地区におきまして住環境の改善と地域にふさわしい景観形成を図るため、道路の美装化、排水路の
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整備、平沢駅前公園の整備など、平成２３年度から行っているものでございます。 

それでは１つ目の白丸、街なみ環境整備事業１億２，８０７万７，１５３円の主な内容について御説明をいた

します。３つ目のポツ、設計委託料３３０万円余につきましては、工事請負費明細書６７ページにありますとお

り駅前公園の設計、平成２９年度に工事をいたします排水路の実施設計の業務委託をしたものでございます。次

に、５つ目のポツ、街なみ環境整備工事４カ所１億１，７３０万円余につきましては、工事請負明細書３３ペー

ジにありますとおり平沢駅前の公園築造工事及び中山道東町裏線の道路美装化工事３３０メートル、排水路整備

工事４２０メートル、街路灯整備１８基の２工事を実施しております。また、そのほかに国の補助対象とならな

い路盤工等の工事につきまして、それぞれの工事に対し附帯工事として別に発注したものであります。なお、６

月の委員会で御視察いただいております平沢駅前工事につきましては８月末で工事が完成しまして、９月１日か

ら供用開始となっておるところでございます。次に、６つ目のポツ、用地取得費５５０万円余につきましては、

公園用地の一部を地権者４名から４５５．１６平米の土地を購入したものでございます。その下、支障物件移転

補償費１７６万１，０００円余につきましては、うるしの里駅前水辺公園、東町裏線のそれぞれ補償をしたもの

でございます。私からは以上でございます。 

○建設課長 それでは続きまして、その下の３項河川費１目河川維持費をお願いしたいと思います。２つ目の白

丸、河川改修事業２３８万円でございます。河川応急１カ所、河川改修３カ所、計４カ所の工事を行わさせてい

ただいたものでございまして、工事明細書２９ページから３０ページとなってございます。 

次の白丸、河川維持諸経費２５８万６，４１５円でございますが、２つ目の黒ポツ、河川公園管理委託料１４

２万８，１２３円でございますが、主に奈良井川河川公園リバーサイド堅石の管理委託料でございます。２つ下

の黒ポツ、河川環境整備工事９８万６，２６４円でございますが、河川の河床、護岸等の整備３件を行ったもの

でございます。工事明細書３０ページとなってございます。 

○都市計画課長 それでは、続きまして４項都市計画費１目都市計画総務費をお願いいたします。２つ目の白丸、

都市計画総務事務諸経費４２６万４，０００円余でございます。１つ目の黒ポツ、都市計画審議会委員報酬１５

人分１８万７，０００円余でございますが、審議会を４回開催したものでございます。審議案件につきましては、

塩尻駅北地区における区域区分の変更に係る塩尻市意見回答、用途地域の変更、土地区画整理事業の決定、下水

道の変更及び地区計画の決定、野村八幡水苑北東地区における区域区分の変更に係る塩尻市意見回答、用途地域

の変更、下水道の変更について御審議いただいたものでございます。 

○委員長 課長、着座でも構いません、長いので。 

○都市計画課長 ありがとうございます。それでは、着座で説明させていただきます。これにより、平成１８年

の広丘駅南地区以来１０年ぶりとなる悲願の市街化区域の拡大が実現いたしました。塩尻駅北地区１３．７ヘク

タールは住居系、野村八幡水苑北東地区９ヘクタールは工業系の土地利用を図るものでございます。次のページ、

１９６、１９７ページをお願いいたします。１０個目の黒ポツ、都市計画変更資料作成業務委託料８３万１，０

００円余につきましては、野村八幡水苑北東地区に係る河川協議用の資料等を作成したものでございます。 

次の白丸、都市緑化推進事業２９１万円余でございます。４つ目の黒ポツ、危険遊具改修等工事１２９万６，

０００円でございますが、大門四番町の開発緑地の遊具、滑り台の更新を行ったものでございます。次の苗木代

１１２万５，０００円余でございますが、新築記念樹２３１本、出生記念樹１１３本等の交付を行いました。 
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次の白丸、都市計画道路見直し等策定事業３１８万４，０００円余でございますが、学校通線及び片丘通線の

幅員構成等の検討と歩行者交通量調査を行ったものでございます。 

次の白丸、立地適正化計画策定事業８１２万４，０００円余でございます。決算説明資料７８ページをあわせ

てごらんください。この立地適正化計画とは、五次総の中期戦略に掲げるコンパクトシティー化の推進等による

居住環境の整備に対応するもので、人口減少に対応した持続可能な都市の形成について、人口密度の維持を観点

とした住みよい持続可能な地域の創造を目指すための計画でございます。２８年度は庁内検討チームを設置し、

解決すべき都市構造上の課題の抽出を行いましたが、それに必要な基礎調査とその分析及び可視化に係る作業を

委託したものでございます。この調査により、本市の都市計画における課題として都市の空洞化や空き家の増加、

利便性の低下、防災上の危険が浮き彫りになりました。県内では１９市中１１市が策定の意向を表明し、段階的

なものを含め６市が公表しておるという状況でございます。 

次の白丸、全国都市緑化フェア事業１７７万５，０００円余でございます。説明資料７８ページをあわせてご

らんください。全国都市緑化フェアは、都市緑化意識の高揚や都市緑化に関する知識の普及等を図ることにより、

国、地方公共団体及び住民等の協力による都市緑化を全国的に推進し、緑豊かな潤いのある都市づくりに寄与す

ることを目的として開催されているものでございます。また、都市緑化フェアの中心的な行事として、皇室をお

迎えして全国都市緑化祭を開催いたします。長野県と中信４市は平成３１年度の開催に向け基本構想や基本計画

の策定を行ってまいりましたが、その負担金として支出したものでございます。負担割合は、県と４市が１対１、

４市の負担割合は、基本構想策定においては均等割５０％、人口割５０％、基本計画策定においては均等割２０％、

人口割８０％で案分したものでございます。６月２４日には実行組織となる第３６回全国都市緑化信州フェア実

行委員会が設立され、基本計画が承認されており、現在県の全国都市緑化信州フェア推進室が中心となって実施

計画の策定を行っております。フェアは３１年４月２５日から６月１６日までの５３日間、松本平広域公園をメ

イン会場に開催されるものでございます。 

続きまして、２目公園管理費、白丸、公園等管理諸経費７，０４３万２，０００円余でございます。説明資料

７９ページをあわせてごらんください。市内３６カ所の公園について整備及び維持管理を行ったものでございま

す。３つ目の黒ポツ、消耗品費３２６万１，０００円余でございますが、前年度対比で１９０万円余の増額とな

っております。その主な理由は、松くい虫対策として松枯れ防止樹幹注入剤を１，０８４本購入したもので、長

者原公園と北部公園において森林課と都市計画課の職員が事業部の枠を超えた協力体制をとり、直営で注入作業

を実施し、被害は抑えられております。ページをおめくりいただき、１９８、１９９ページをお願いいたします。

６つ目の黒ポツ、公園管理委託料１，９０３万３，０００円余は、街区公園の除草、清掃、小坂田公園の有料公

園施設の管理運営等でございます。その下の黒ポツ、公園高木せん定等委託料３２９万８，０００円余は、小坂

田公園、広丘短歌公園等の高木せん定を実施したものでございます。次の黒ポツ、公園設備点検委託料７２０万

円余は、パターゴルフ場、レストラン棟等の管理委託、遊具受電施設の点検を行ったものであります。下から３

つ目の黒ポツ、公園整備工事３カ所１，２１０万６，０００円余につきましては、社会資本整備総合交付金事業

として公園長寿命化計画に基づいて年次的に遊具等の更新整備を行ってきたもので、吉田原ふれあい公園、なが

うね公園、吉田若宮公園において遊具の更新を実施いたしました。一番下の黒ポツ、備品購入費２０５万１，０

００円余でございます。老朽化したゴーカートの更新及び使用不能になった自走式草刈機を更新したものなどで
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ございます。 

続いてその下、３目社会資本整備総合交付金事業費、最初の白丸、都市計画道路整備事業３億７，９４１万７，

０００円余でございます。説明資料の７９ページをあわせてごらんください。広丘西通線原新田地区、広丘東通

線の野村地区と高出地区及び原新田野村通線の事業に取り組んだものでございます。４つ目の黒ポツ、市道新設

改良工事は４カ所において１億９，２８８万３，０００円余の整備を行いました。広丘東通線の野村地区におい

てＬ＝３１２メートル、原新田野村通線においてＬ＝２３３メートルの道路改良、それぞれの箇所に対応し、水

路のつけかえ工事を行ったものでございます。水路つけかえ工事につきましては、エプソンからの依頼により２

７、２８年の２カ年で実施したもので、工事費総額１億７，５５０万円に加え設計管理等に係る事務費として１，

１５８万９，０００円余を負担していただいております。また、２９年度に繰越明許２，５９０万円余をしてお

りました広丘東通線野村地区につきましては、５月１９日に竣工してございます。一番下の黒ポツ、用地取得費

１億１，２３２万５，０００円余につきましては、広丘東通線で３件１，７４２平米、西通線で３件２，４７２

平米余の用地を取得いたしました。ページをおめくりいただきまして、２００、２０１ページをお願いいたしま

す。一番上の黒ポツ、支障物件移転補償費７，３８０万５，０００円余につきましては、広丘東通線で７件、西

通線で３件の補償を行ったものでございます。 

その下の白丸、都市計画道路整備事業（繰越）４，５５４万８，０００円余でございますが、最初の黒ポツ、

市道新設改良工事３，７３４万８，０００円余につきましては、広丘東通線野村地区において車道１８０メート

ル、歩道２５３メートルを整備いたしました。次の黒ポツ、用地取得費１７５万８，０００円余につきましては、

広丘東通線の高出地区において２件１２１平米余の用地を取得し、次の黒ポツ、支障物件移転補償費６４４万円

余につきましては、広丘東通線高出地区において４件、同じく広丘東通線野村地区において１件の補償を行った

ものでございます。 

続きまして４目駅施設維持費、白丸、駅舎等維持管理諸経費７５６万４，０００円余でございます。６つ目の

黒ポツ、清掃委託料１６２万４，０００円余につきましては、広丘駅東西自由通路等清掃業務及び塩尻駅自由通

路ほか清掃業務を行ったもの、２つ下の黒ポツ、エレベーター保守点検委託料２２０万３，０００円余につきま

しては、塩尻駅及び広丘駅、各２基のエレベーターについて点検を委託したものでございます。 

続きまして５目建築指導費、最初の白丸、建築確認等事務諸経費６９万９，０００円余でございますが、建築

確認８２件、完了検査７９件、長期優良住宅認定５７件等を行ったものでございます。 

次の白丸、耐震対策等事業１，４３０万７，０００円余でございます。説明資料７９ページをあわせてごらん

ください。一番下の黒ポツ、耐震診断業務委託料６５９万２，０００円につきましては、木造住宅１０３件の耐

震診断に係る委託料で、社会資本整備総合交付金事業として国、県の補助金を受けながら実施したものでござい

ます。ページめくっていただき、２０２、２０３ページをお願いいたします。最初の黒ポツ、耐震補強事業補助

金７５６万１，０００円でございますが、木造住宅耐震改修工事１０件につきまして社会資本整備総合交付金事

業として補助金を交付したもの等でございます。 

次の白丸、狭あい道路整備事業１２２万３，０００円余につきましては、幅員４メートル未満の道路に接する

土地において建築物を建築しようとする方が同意した場合などに測量分筆登記工事を行い、市道を拡幅するもの

で、３件について実施いたしました。 



43 

 

６目下水道事業費につきましては、白丸、下水道事業会計繰出金として８億５，０００万円の繰り出しを実施

いたしました。私からは以上です。 

○まちづくり推進課長 続きまして、７目市街地活性化事業費をお願いします。工事の明細につきましては工事

請負費等明細書３３ページを、委託の明細につきましては工事請負費等明細書６７ページをごらんください。備

考欄の白丸、まちなか環境整備事業１，１２２万６，６００円をお願いします。概要につきましては、中心市街

地の歩行空間の整備やにぎわい創出のためにポケットパークを整備したものでございます。１つ目のポツ、ポケ

ットパーク整備工事９５２万円余につきましては、ウイングロード正面東側の植栽部分約４５０平米を社会資本

整備総合交付金事業で整備したものであります。なお、ポケットパークに隣接しますウイングロード東側駐車場

につきましては、今年度、街元気カンパニーにより建物取り壊しと駐車場整備工事が行われまして、ポケットパ

ークとの一体的な整備が完了しております。次に、２つ目のポツ、空間デザイン負担金１７０万円余につきまし

ては、官民協働で統一的なコンセプトに基づきます市街地形成を進めるために、平成２７年度から今年度までの

３カ年で景観デザインのガイドラインを策定するものであります。ガイドラインの策定は街元気カンパニーが行

い、市は事業費の４分の３を負担金として支出したものでございます。 

次に、備考欄の白丸、市街地活性化事業７１万１，０００円余をお願いします。概要につきましては、主にま

ちづくり推進課の計上経費となります。下から３つ目のポツ、交通量調査委託料１４万７，０００円余は、中心

市街地と広丘周辺の歩行者等の交通量調査を年２回、９月と２月に継続的に実施しているもので、シルバー人材

センターへ委託したものでございます。 

次に、備考欄の白丸、ウイングロード管理事業７，２５６万６，１３８円をお願いします。概要につきまして

は、市が建物の約７５％を所有しておりますウイングロードビルの運営、施設の管理及び設備の維持修繕を行う

ための経費です。１つ目のポツ、ウイングロード管理業務委託料９１２万円は、ビルの管理運営を振興公社へ委

託したものであります。次に２つ目のポツ、割賦負担金１，６０２万円余につきましては、平成２２年に市がイ

トーヨーカドーから土地建物を買い受けた際、市が新興公社に委託して行ったビルの大規模改修工事の一部を１

０年分割で負担金として振興公社に返済しているもので、平成３２年が最終年となります。次に、３つ目のポツ、

ウイングロード施設管理負担金１０２万円につきましては、建物の火災保険料と駐車場内の自動車管理者賠償責

任保険への加入費用でございます。４つ目のポツ、ウイングロード設備改修負担金４，６４０万円につきまして

は、建物の建築後２４年が経過し施設の老朽化が進んでいるため、修繕計画を立てまして、緊急性の高いものか

ら計画的に改修を行っているもので、平成２８年度には、主なものですけれども、建物内の照明器具のＬＥＤ化、

空調設備のガス漏れ修理、消火器の一部交換、屋上防水工事、客用トイレの一部洋式化、電気錠装置の改修など、

全てで３６の工事を行っております。 

次に、備考欄白丸、広丘駅東口駐車場事業３０３万３，２０３円をお願いします。事業の概要につきましては、

広丘駅東口に平成２７年４月に供用開始しました駐車場の維持管理経費でございます。４つ目のポツ、駐車場管

理業務委託料２７０万円は、工事請負明細書６７ページにありますとおり、駐車場使用料の集金や３６５日２４

時間体制で行っている駐車場のトラブル対応など、駐車場の管理を委託している費用であります。なお、駐車場

の使用料収入につきましては、都市計画使用料の広丘駅東口駐車場使用料として７４２万３，７３０円が収入と

なっております。使用料収入及び利用率につきまして、前年対比１５２％と利用者がふえているような状況でご
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ざいます。 

次に、備考欄白丸、北部地域拠点整備事業２，０８０万９，２４０円をお願いします。あわせて決算説明資料

８０ページをごらんください。１つ目のポツ、北部地域拠点施設検討委員報酬８万４００円は、基本設計案など

について検討委員会を行った際の委員報酬でございます。２つ目のポツ、プロポーザル選定委員報酬３７万円余

は、基本設計を行う業者を選定するために実施しましたプロポーザル審査委員４名の報酬でございます。なお、

審査委員会は、８月２日にえんぱーくで開催した公開プロポーザルを含め計４回開催しております。次に、３つ

目のポツ、プロポーザル謝礼５０万円は、プロポーザル二次審査へ進みました５者に対しまして、公開プロポー

ザルのプレゼンテーション用の資料の作成経費として、それぞれに１０万円を支払ったものでございます。次に、

下から２つ目のポツ、審査支払手数料１５万８，０００円につきましては、本事業に係ります土地収用法による

事業認定の申請を長野県に提出する際の手数料でございます。決算書２０４、２０５ページをお願いします。上

から１つ目のポツ、測量設計調査委託料１，９１７万円は、工事請負費明細６７ページ中段もあわせてごらんく

ださい。基本設計に必要な地質調査業務及び基本設計業務の２業務を委託したものでございます。 

次に、備考欄白丸、まちなか居住推進事業４，４４３万６，０００円をお願いします。この事業は、中心市街

地の居住人口の増加を目指し、民間事業者による住環境整備を支援するもので、塩尻駅前の大門八番町にありま

したビジネスホテル周辺の土地を集約し、優良建築物等整備事業によりマンションの建設をしたものです。市は

塩尻市市街地再開発等補助金交付要綱に基づき、調査設計費、建物の解体などの費用に対しまして補助金を交付

したものでございます。成果としましては、市街地の環境改善、住宅供給の促進が図られまして、店舗及び住宅

１４戸が新しく整備されたところでございます。 

次に、８款土木費４項都市計画費８目区画整理事業費をお願いします。あわせて決算説明資料８０ページを、

委託明細につきましては工事請負費明細書６７、６８ページをお願いいたします。備考欄白丸、区画整理事業１，

６３６万６，１７４円をお願いします。この事業は、１３．７ヘクタールの塩尻駅北土地区画整理事業を推進す

るための経費でございます。３つ目のポツ、区画整理事業調査等業務委託料１，６３１万４，０００円余につき

ましては、塩尻市土地区画整理事業補助要綱に基づきまして、組合設立及び事業認可までに必要な業務を市が実

施したものです。詳細につきましては、明細書６７ページにありますとおり組合設立業務、地質調査業務の２業

務を委託したもので、成果としましては、昨年１０月に県から組合設立及び事業認可を受けまして、本組合を１

１月に設立し、組合主導の事業を本格的にスタートしたところでございます。 

次に、備考欄白丸、土地利用促進事業４，０８３万７，５５７円をお願いします。この事業は、広丘野村の角

前工業団地南側に計画しております野村桔梗ヶ原地区の区画整理事業を推進するための経費でございます。５つ

目のポツ、区画整理事業計画策定委託料４，００７万８，８００円は、先ほど塩尻駅北地区と同様にですね、塩

尻市土地区画整理事業補助要綱に基づきまして、組合の設立及び事業認可までに必要な業務を委託した費用でご

ざいます。詳細につきましては、工事請負明細書６７、６８ページにありますとおり、計画、設計業務のほか５

業務を委託したものであります。私からは以上でございます。 

○建設課長 それではその下、５項住宅費１目市営住宅管理費をお願いしたいと思います。決算説明資料８１ペ

ージをごらんください。２つ目の白丸、市営住宅管理事務諸経費１，１５４万９，０５５円でございますが、そ

の中の一番下の黒ポツ、建物購入費８９５万９，４４３円、こちらにつきましては、雇用促進住宅の購入費とし
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まして平成３１年までの期限となっております。全体金額は９，４７３万１，０００円でございます。 

次の白丸、市営住宅管理維持補修費５，７９８万１，１８８円でございますが、こちら決算説明資料、同じく

８１ページでございますが、長野県住宅供給公社への指定管理委託、また市営住宅の補修委託、また管理代行委

託を行ったものでございます。 

ここで、大変申しわけございませんが、決算説明資料のちょっと２２ページをごらんいただければと思います。

２２ページ、こちらでございますが、１４、市営住宅等使用料滞納明細表というものにつきまして若干御説明を

させていただきます。決算書につきましては歳入となりますが、２６ページ、２７ページをお開きいただければ

と思っております。１つ目の関係でございますが、市営住宅の使用料、現年度分でございますが、現年度分から

雇用促進住宅使用料の現年度分につきましては、収納率が上がっております。ただ、市営住宅の使用料の過年度

分と市営住宅の駐車場の過年度分の収納率につきましては落ちている状況ということで、数字的にはなってござ

います。ただ、私どもにつきましては、市営住宅現年度分をできるだけ収納率を上げていきたいということで、

さらなる向上に努めてまいりたいと思っております。過年度分につきましては、過去のものでございまして、１

件大きなものが入ると急にまた率は変わるというような状況でございまして、現年度分を回収をしていって収納

率を上げていくということで考えてございます。 

またここで、以前より、平成２７年３月議会、また２８年３月議会におきまして訴えの提起を行わさせていた

だきました実質７件の方につきましての状況につきまして、ちょっとお話をさせていただきます。７件のうち現

在までに６件の判決が確定をしておりまして、５件が強制執行させていただきました。また、１件につきまして

は自主退去という形でございます。また、１件が現在手続中ということでございます。訴えの提起につきまして

は、被告や連帯保証人に資力がある場合につきましては、できるだけ回収をしていく方法を検討し、また市営住

宅ということもございまして、福祉施策でやっておるところもございます。今後、弁護士費用等、費用対効果も

含める中、慎重の上にも訴えの提起、均等を考える中で、またやっていきたいと考えておりますので、収納率を

上げることを全力をもって頑張ってまいりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○農村整備担当課長 １１款災害復旧費に入ってよろしいでしょうか。じゃあ、続きまして決算書のほう、ちょ

っとページが飛びます。２６２ページ、２６３ページをお願いいたします。１１款災害復旧費の１項農林水産施

設災害復旧費１目市単農業施設災害復旧費でございます。１つ目の白丸、市単農業施設災害復旧費３４０万１，

０００円余でございますが、災害復旧工事３カ所でございます。１カ所が、２８年１月末に松本地域中心に発生

いたしました雨氷倒木により倒壊した東山１号ため池の侵入防止フェンスの復旧工事でございます。山林所有者

が岡谷の方のために調整に手間取り、この時期になっております。あとは秋の長雨による法面崩壊の復旧工事で、

北熊井と東山の２カ所になります。詳細は工事請負費等明細書の８ページをごらんいただきたいと思います。私

からは以上です。 

○森林課長 次に、２目市単林業施設災害復旧費でありまして、次の白丸となります。市単林業施設災害復旧費

９６２万５，７０２円でありますけれども、昨年８月上旬の集中豪雨で片丘地区において、また９月の長雨台風

で宗賀地区において、林道、作業道に大きな被害が発生いたしました。その復旧に要した重機借上料及び補修用

資材にかかる費用でございます。以上です。 

○建設課長 その下の２項土木施設災害復旧費１目市単土木施設災害復旧費でございます。１つ目の白丸、市単
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土木施設災害復旧費１，７６４万８，２８０円でございます。１つ目の黒ポツ、重機借上料でございます。こち

らにつきましては、今お話のありました８月の上旬、高ボッチの草競馬の前において東山、また片丘、北小野等

において梅雨時の長雨によりまして法面崩壊による復旧工事を行ったものでございます。以上、御審議のほどよ

ろしくお願いをしたいと思います。 

○委員長 それでは、質問等、委員よりございましたら、お願いをいたします。 

○副委員長 ２点ほど、奈良井の踏切、作場道踏切、それから贄川のあの人道橋、この現況と今後の予定、わか

る範囲でお答えをいただきたいと思います。 

○建設課長 今、お話がありました第二中山道・奈良井踏切新設の関係から御説明をさせていただきます。こち

ら、２８年度におきましては、先ほど御説明をさせていただきました設計、また信号施設につきましての設計に

つきましても発注をさせていただき、こちら長年の奈良井地区におきましての課題であります作場道の閉鎖とあ

わせる中で、踏切の新設ということで進めている事業と理解しております。その中において、ＪＲ東海という１

つの団体の中での仕事ということで、大変難しい部分もございます。そうはいいましても、１日でも早い仕事、

遅れのないような形をとる中で、市の中の動きとしましては、設計に対しましては、地元に対しまして説明会を

実施させていただき、御理解をいただき、また一部、東側の踏切を渡りまして、おりる部分、一般の個人の所有

地となっております。そちらにつきましても、お年寄りの方、また身障者の方でも、ユニバーサルデザインとい

いますか、そういった形での対応をする中で、地元のそちらの地権者の方にも御理解いただきながら、今後買収

というところまで来ております。私どものほうにつきましては、市として遅れのないような形をとっているとこ

ろでございますが、先ほど言いましたとおりＪＲのほうで、このごろちょっとなかなか連絡がうまくつかなくな

ってきているようなところもございまして、さらに遅れのないような形で進めたいということで今考えていると

ころでございます。市の中で市で事業をするに当たりましたら、別段進捗状況についてスピーディーに話ができ

るところがございますが、そういった点があるということで、現在うちのほうでも連絡をとり、大至急の着工と

いうことで考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

あわせまして、贄川におきます人路橋とその周辺の橋梁につきましてということで御質問をいただいていると

ころでございます。人路橋の設計につきましては、現在ＪＲ関係のコンサルのほうに委託をして設計をして行っ

ているところでございます。あわせまして、あそこにつきましては、メロディー、関所橋と連続しているところ

もある中において、橋梁について、メロディーにつきまして、私どものほう、橋梁の集約ということができれば

ということで私どものほうは考えているところでございます。こちらについては、地元とのまた話も必要となっ

ておりますが、３橋維持ということが果たして今後の市の中でいいのかということも含める中で、地元と十分丁

寧な説明をする中で進めてまいりたいということで考えておりますので、よろしくお願いします。 

○副委員長 まさにＪＲへの委託事業でありますので、非常に調整が難しい部分があろうかと思いますが、遅れ

ることがないようにひとつ御尽力いただきたいなと思っております。 

それから人道橋、メロディー橋、関所橋につきましては、地元と十分な協議をという回答がありましたので、

そんな方向で進めていただきたいと、よろしくお願いいたします。 

○委員長 よろしいですか。ほかの委員より。 

○篠原敏宏委員 統合型ＧＩＳに関してちょっとお伺いします。７５ページの道路台帳を中心とするですね、コ
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ンピューターシステムという理解をしておりますが、これはいつごろから始まって、そして地図ソフトだと思う

ので、すぐにこれを次のものに置きかえるとかっていうことではないと思うし、そうなるといつごろまでこのＧ

ＩＳ、今のシステムっていうのは使っていく、そういった想定はありますか。 

○建設課長 今、建設課としまして動いている７５ページに記載してあります統合型ＧＩＳ空間データ作成とい

う中でのＧＩＳでございますが、もともとこのＧＩＳにつきましては、都市計画課の建築確認の関係において、

指定道路を確認するためのシステムとしてスタートしたものでございます。その中において、せっかくの機会と

いう中で、ほかの地図データも含めて有効利用を図ろうということで、平成２１年ごろこれを作成したものでご

ざいます。現在いろいろな規制関係についてのデータを搭載しまして、できるだけお客様に移動のないような形

でできればということでつくっているシステムでございます。ただ、こちらに記載させていただきましたとおり、

地図データ、毎年地図は変わっております。その中においても、本来であれば全面の区画を更新できればという

ところでございますが、特に地図の道路関係、動いたところの中ということで、市街化区域内の道路関係、動い

た部分の地図の修正を行わさせていただきながら、できるだけ最新のデータということで保守業務等を含めてや

っているということでございます。また、このシステムの更新ということでございますが、今現在は考えている

ことはございません。まだ使えるものと私は考えております。 

○篠原敏宏委員 これ、かなり大きなやっぱりシステムだと思うし、持っているデータだとか、それがすぐにね、

次のものに更新できていくものではない。なので、多分入れる、平成２１年からってお話だったんですが、長期

に使っていくことをむしろ想定をして、そして入れた大きなシステムではないかなっていうふうに想像しますが、

一方で現代の地図システムだとかＣＡＤみたいなああいうのも含めて日進月歩どころかすごい進歩をしていると

いうふうに私は理解していまして、だとするとすぐにシステム自体は陳腐になっていってしまって、せっかくの

大きいシステムが、それゆえに動き勝手が悪くなったり、ここで見ると旧図面を今度はやったんですけど、大体

１０分の１ですから１０年に一遍地図を書きかえていくっていうようなことに、これはなるのかなって。そうす

ると、まだ１０年前に置きかえたものが。 

○委員長 篠原委員、できれば要旨をまとめて質問をお願いします。 

○篠原敏宏委員 なので、この先どうなるのかなっていう見通しを考えると、ちょっと心配になるわけですが、

そこら辺の見通しは、実施計画だとかいろいろ関係があろうかと思いますが、どんな状況でしょうか。 

○建設課長 多分この市の中においても、こういった地図データの取り扱いについては、統一的なシェープ方式

というような形でデータを出しなさいということで動いていると思います。ほかの例えば下水、水道、また違う

ところについても、そのデータが使えるようにということでやっておりますので、このデータはほかのエンジン

ですか、にも使えるということでございまして、うちのほうも全て同じ形でデータはつくっておりますので、本

当に委員おっしゃるとおり、新しいいいシステムができたら、私どもも安くてよければそちらに統合したいとい

うのはございますが、今現在そういった形のものが今ないもんですから、今はそういった形で継続して使ってい

きたいということで申し上げさせていただいたところでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 １９１ページの真ん中あたりのＬＥＤ照明導入事業ですけれども、３０７灯ＬＥＤにかわったと

いうことですが、ＬＥＤにするかどうかという基準はどういうところにあって、その３０７灯というのは全体の
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どれぐらいの割合で、これ今までからやっている事業であれば全体でどれぐらいかわったのかって、その辺をも

う少し詳しくお願いします。 

○建設課長 今回のＬＥＤの事業につきましては、先ほどお話しさせていただいた中において、ちょっと７５ペ

ージを見ていただければと思いますが、ＬＥＤ照明導入事業委託６２２万円っていうのがございます。こちらに

つきましては、市内に道路照明の位置、どういったものがあるかということの調査業務をさせていただいたもの

でございます。その中において出てきたデータといたしましては、白熱灯、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯とい

うものがございました。そちら、全部合わせますと、リプレー、新しくしたものについては３０７灯でございま

すが、ちょっと詳細な数字でございます。白熱灯１灯、蛍光灯４８灯、ナトリウム灯１１３灯、水銀灯に至りま

しては１４５灯があったという状況です。また、水銀灯につきましては、２０２０年をもちまして使用ができな

いというような話もある中で、今回補助をいただいてできる事業だということで、調査につきましてやらさせて

いただき、また交換したものについては１０年間のリースということで、位置について、メンテナンスについて

もあわせてやっていただけるということで取り組んだものでございます。 

今回、本当にどこにどういった街路照明灯があるということも把握でき、また支柱がもうちょっとおかしい、

支柱がさびているというようなものにつきましては撤去というような形もさせていただけたということで、安

全・安心な街路灯が確認できたということで大変よかったと思っております。また、このデータにつきましては、

現在、庁舎の統合型のＧＩＳに搭載する中で、今後管理もできるということでございます。 

今のところ、今回３０７灯をやらさせていただきましたが、委員、最初に言われました市でどれだけあったか

ということの数字でございます。全部で４３８本を確認させていただきました。その中で、先ほど言いましたよ

うに４本は撤去させていただき、現在４３４本が市の所有として現存しております。また、そのうち３０７本を

改修、ＬＥＤ化させていただき、またその前にＬＥＤ化してあるもの２５本もありましたので、トータル今回交

換できなかったもの、１０２本ございます。ただ、それにつきましては、水銀灯ではなくナトリウム灯７３本、

こちら７３本のナトリウム灯につきましてはトンネル関係です。郷原トンネル、空港南トンネルで７３本のナト

リウム灯、また玄蕃大橋につきましては１３本のナトリウム灯、セラミックハライドというランプ、これは広丘

駅前で１６本がございましたということで、現在、市で街路灯を管理している本数でございますが、４３４本と

いうことでございます。以上です。 

○柴田博委員 既設の照明については、白熱灯、蛍光灯、それから水銀灯っていう形であるということでしたが、

ＬＥＤにするっていうのは、例えば白熱灯のかわりにもなるし、水銀灯のかわりにもなるという、そういうこと

なんですか。照度の関係とかはないんですか。 

○建設課長 照度関係につきましては、街路灯ということでございまして、基準に合った形でつけさせていただ

きました。 

○委員長 詳しく。 

○柴田博委員 そうすると、例えばＬＥＤでも３０７あるけど、実際には何種類かあるわけですか、照度、明る

さ等は。白熱灯のかわりにするものと水銀灯のかわりにするものじゃ明るさが全然違うんじゃないかと思うんだ

けど。そうでもないです。 

○建設課長 詳細の関係につきましては、補佐のほうから回答させます。 
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○総務管理係長 御質問の照明の明るさでございますけれども、白熱球ですとワット数とか、あらわされると思

いますけれども、ＬＥＤにつきましてはルーメンという値を使っておりまして、それぞれ白熱灯また水銀灯です

ね、それぞれの明るさに対応した製品が出されております。ですので、白熱灯がついていた箇所については、そ

れと同等の明るさのもの、ナトリウム灯等については、それに合わせた明るさのものということで選定をして交

換をしてございます。以上でございます。 

○柴田博委員 わかりました。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 済みません、もう１点お願いします。あと、１８９ページの上のほうの長野県有料道路通行券購

入費っていうのが１３９万円ほどあるんですけど、これは誰がどういうふうに使うものなのか、もうちょっと説

明してください。 

○建設課長 こちら長野県の有料道路の購入券購入費１３９万円でございますが、こちらの購入の費用でござい

ますが、県から４割引きで購入をさせていただいてございます。その金額が１３９万８００円でございます。そ

れで、購入する有料道路の券ですが、新和田、三才山、平井寺という３つの有料道路について購入をさせていた

だいております。また、販売につきましては、このトンネルを利用する市内にお住まいの通勤、通学、通院です

か、そういったことに利用する方ということで、５割引きで販売をしているということでございます。ですので、

市の実質負担ということでは、１割という形でのものでございます。 

○柴田博委員 済みません。それは、どこでどういうふうに売っているのかということと、売っているよってこ

とは、市民は知っているんですか。 

○建設課長 市民の方、こちらで窓口が建設課ということで御理解いただいておりまして、こちらのほうへ来て

購入をしているところです。 

○柴田博委員 わかりました。いいです。 

○委員長 いいですかね。 

○永井泰仁委員 ２０１ページですが、直接的なことではないですが、建築確認申請ですが、決算では８２件く

らいの申請ということですが、ここ数年の建築確認申請のですね、提出といいますか、申請状況はどんなふうで

しょうか。 

○都市計画課長 担当の係長のほうからお答えさせていただきます。 

○建築係長 市の確認申請の状況になりますけれども、こちら済みません、建築確認の計画変更とかを除きまし

て単純な数字になります。２６年度ぐらいからですけども、２６年度で２０８件、２７年度で８２件、２８年度

で７２件という状態になっております。以上です。 

○永井泰仁委員 この件数から見てもですね、どうも業界も大分苦しいのかなっていうことがわかりますんで、

また活性化に向けてそれぞれの部署でお願いしたいと思います。 

それから直接関係はないですが、東幹線、大変よくやっていただきまして、私も大体２日から３日に職員の皆

さんにかわって監督をしに行っていたわけでございまして、大変よくできたと思います。その中でですね、どう

しても地元のＰＴＡだとか私どもの常会から突き上げられるのは、東幹線と原新田野村通線の丁字路に信号機を

ぜひ設置してほしいと。１６メートル道路と１６メートルの丁字路になるものですから。これをですね、早くか



50 

 

ら私も議会でも取り上げたりお願いをしてきましたが、現場のほうはですね、まだ設置になっていないというこ

とで、これは県の公安委員会が決めることでありますけれども、市のほうから強力にですね、また設置をしてい

ただくようにお願いをしたいと。エプソンの帰りの時間帯によってはですね、丁字路から南のほうへ２００メー

トルとか、西のほうは私の家の前でのスカイブリッジの、下道上道がずっとつながってしまって、東のほうへ回

って、自分の家の裏の駐車場からでないとちょっと夕方は出入りができないような現状にもなっているもんです

から、この信号機の設置ですね、これについてぜひ御努力をお願いしたいわけでございますが、部長がいいかね、

課長か誰か、お願いします。 

○委員長 じゃあ、いいですか、信号機の設置と、あと渋滞の対策と２点。 

○都市計画課長 委員御指摘のとおり、状況を把握しているところでございます。また、信号機につきましては、

以前から要望をしているところでございますので、引き続き強く要望してまいりたいと考えております。また、

それによりまして、渋滞のほうも緩和されるというふうに考えておりますので、いましばらく長い目で見ていた

だければと思います。 

あとですね、先ほどの建築確認の件数について、２６から２７年に大きく減った分につきましては、民間の確

認申請の事業所ができたものですから、そちらに流れた分が大きいというふうに考えております。以上です。 

○永井泰仁委員 信号機の設置についてはですね、また県庁のほうへ行ったら規制課のほうへも寄ってですね、

元気のある職員はぜひですね、お願いしたいということをまた訴えてほしいということで、要望で結構ですが、

よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○丸山寿子委員 ２０１ページの一番下の耐震対策等事業ですが、ちょっとわからないので教えていただきたい

のが、これは耐震診断については個人負担というのはどのくらいなのか、そこをまず教えてください。 

○都市計画課長 ２０１ページのところにある耐震診断委託料につきましては、木造住宅の耐震診断業務委託料

ということで、国県市が全額負担しておりまして、住宅所有者は負担はございません。 

○丸山寿子委員 それで資料のほうを見ますと、７９ページですが、ダイレクトメールを吉田地区の対象者に出

したということですが、これは地震の影響を受けそうな地域ということなのか、密集しているっていうかね、そ

ういう意味で出したのか、ちょっとその辺はどうなんでしょう。 

○都市計画課長 ダイレクトメールにつきましては、地区ごとにですね、毎年６００件ぐらいになるように送っ

ていて、２８年度が吉田地区だったということで、基本的には密集地のほうから送るようにしておりますけれど

も、年次的に地区を順次変えて送っているという状況でございます。 

○丸山寿子委員 ここにも、さらにＰＲを工事についてもというような記述があります。また、最近も糸静線の

関係で片丘もかなり危ないというようなことで、まだ現実に危機感をなかなか持ちにくいというようなところが

あるので、またＰＲをとは思うんですが。今の段階でどんなふうにＰＲ考えていますか。 

○都市計画課長 診断件数につきましては毎年１００件程度になってきておるんですけれども、工事のほうに至

っていないという現状がございます。というのは、耐震診断をやりますと、耐震改修すると大体これくらいだよ

という金額もあわせて御通知しておりまして、もうその金額を見て諦めるという方も多いんじゃないかなという

ところでございます。今塩尻市では８０万円を上限に補助も出しておりまして、県内でも割合多く改修のほうも
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進めておるところでございます。実は今年度から上限を県のほうは６０万円を１００万円に引き上げるというこ

とをやっております。来年度、塩尻市も上限を上げていきたいということで今、庁内で検討をしておりますので、

そこら辺が、方向性が出たら考えてまいりたいと思います。ただ、今は県が上限を上げたんですけれども、予算

の枠は変えていないんで、逆に件数は少なくなっちゃっているというような状況もございますので、このまま県

がどういう方向でいくのか、ちょっと見きわめて進めていきたいと考えております。 

○丸山寿子委員 またちょっと別の見方からして、例えばリニューアルをするとか新築をするというようなとき、

建築のほうの業界のほうでも耐震といえばおかしいですけど、地震に備えてというような視点もあるかとは思う

んですけど、そういったことっていうのは、市のほうの部署としては、どこか言っていくというか、啓発してい

くじゃないけど、そんなことっていうのはないわけですかね。 

○都市計画課長 耐震改修につきましては、うちのほう今、都市計画課のほうで担当しております。今後、今、

住宅、空き家も含めまして改修の補助やなんかがありますので、そういった部分がある程度一元化できればいい

んじゃないかということで、今庁内でも検討しておるところでございますので、来年度、そこら辺がうまくいけ

ば一元化されて、もう少しわかりやすい形になるんじゃないかなと思っておりますので、お願いいたします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 １９１ページの真ん中あたりで、さっきのＬＥＤの照明のすぐ下のところですけど、除雪対策事

業の中で重機借上料３，４７２万円余ということがありまして、重機の待機料だというふうに説明はありました

けれども、塩尻市として重機の待機料についてどんな考えになっているか、もうちょっとまとめて話を聞かせて

いただけますか。 

○建設課長 重機を維持するということに対しましては、大変建設業者にとっては大変なものでございます。以

前、塩尻市を見ても、グレーダー等ある中でも、最終的には維持ができなくて手放したというようなこともあり

ます。できるだけ今、除雪に対しましては災害の中でも喫緊の課題に近いものがあるかなと思っています。でき

るだけ重機を維持するのに負担とならないような形で、私ども、業者に対しましては今後援助をして、待機料と

いう形でいきたいと思いますし、県ともあわせる中で、そういった待機料ということで動いていきたいと思って

いますので、よろしくお願いします。 

○柴田博委員 これを見るとね、３５社に委託していて、合計で待機料が３，４７２万円で、約１社当たり１０

０万円弱ぐらいになるんだけど、これはどういう決め方にしてあるもの。例えば１社でも重機２台充てていれば

その分なのか、そういうところをもうちょっと詳しくお願いします。 

○建設課長 ものによりまして、待機料、価格を変えてございます。重機によりましても、大きなもの、小さい

もの、例えばグレーダー、または除雪のショベルのついたものとかありますんで、それにつきましては、県に準

ずる形で、同じ形で業者が２つ持っていれば２台の待機料という形で見させていただいているところでございま

す。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

○篠原敏宏委員 決算書ですと２０５ページですか。まちなか居住推進事業についてお聞きをいたします。優良

建築物の整備事業に対して再開発事業補助金が出るということで４，４００万円余が支出されておりますが、こ
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れは優良物件というのはどういう要件を満たせば優良というふうになるわけですか。それと、これに対する財源

は何か国県のほうからの支出事業があるわけですか。 

○まちづくり推進課長 今質問のありました２点についてですけれども、まず財源につきましては、塩尻市の市

街地再開発等補助金交付要綱はですね、国のですね、優良建築物等整備事業の補助金要綱に沿いまして作成して

おりまして、国の補助要綱に基づいた形で、一応ですね、市の支出の２分の１を国から補助金としていただいて

おります。決算書のほう、３８、３９ページのですね、備考欄のほうの社会資本整備総合交付金の優良建築物整

備というところでですね、２，２２１万８，０００円っていう形で、２分の１が国の補助として収入となってお

ります。 

なかなかですね、優良建築物の整備事業の内容でどんな建物がっていうと、非常にパターンが幾つもありまし

て、簡単に一言で説明はできないんですけど、塩尻市の場合は今のところですね、基本的には塩尻市のですね、

中心市街地の活性化基本計画の１１０ヘクタールの中にですね、まず土地を有しておりまして、あとまず１人の

者では事業ができない形になります。２つ以上の所有者、土地の所有者が必ず事業を行うという形で、要するに

１人の方のアパートをじゃあ壊して新しいものを建てるというものには補助が出ないと。要するに土地を集約し

て、その上に事業を行うというものが、簡単に言うとそういった事業が補助対象となってくるという形ですけれ

ども。よろしいですかね。 

○篠原敏宏委員 具体的には、駅前の今度新しくできたあそこがそうですよね。あそこはもとの建物の撤去だと

か、そこから事業が始まって今ああやってできているというふうに理解しますが、それは全部この事業対象とい

うこと前提で最初から始まって、終わって今、供用開始っていうか、使われているという理解でよろしいですか。 

○まちづくり推進課長 具体的には、補助要綱に基づきまして、まず実施設計ですね。建物実施設計が補助対象

事業として認められておりますし、あと建物の解体工事についても補助対象として認められております。あとで

すね、その建物の中にエレベーターとかですね、前での通路、階段等の共用部分って言われている部分があるん

ですけれども、そういった部分に対して、一応その事業費に対して補助金が対象事業となるということになって

おりますので、実際に拠出になる部分については補助対象となりませんので、建物建てた全額が補助対象という

ことではありませんので、その点だけは御理解いただきたいと思います。 

○篠原敏宏委員 何となくわかってきましたが、今年度以降この事業が継続してずっといくという理解でよろし

いですか。つまり、今ももうすでに２９年度事業で、２９年度、予算書を見なくて今話していますので申しわけ

ないんだけども、今後市内でこの事業を活用して街並みあるいは建物が整備をされていくと、その見通しはどん

な状況でしょう。 

○まちづくり推進課長 まず、ちょっと以前の話からしますとですね、大門銀座通り地区の今、テトラさんと言

われている部分の建物がですね、この事業でやった事業でございます。あとは、今回のこの駅前が２つ目の事業

でこの補助対象となっておりますし、今後につきましては、今年の事業は、現在動いている物件はありませんの

で、今年の予算は盛っておりません。今、市内っていうか大門の中でですね、事業に該当をさせたいような形で

今相談に乗っている物件が今１件ありまして、それについては今、県のほうを含めて補助事業対象となるか、当

然補助要件に該当するかっていう部分で現在調整しておりますので、ちょっと具体的にはどこだということはこ

の場では言えませんけれども、御了承願いたいと。あくまでも国の補助制度によって市が補助金交付要綱をつく
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っている申請事業ですので、今後そういった申請があればですね、多分予算の範囲内でですね、市は対応してい

きたいということで考えております。以上です。 

○委員長 ほかにございますか。 

じゃあ、私から２点ほど。１９９ページ、都市計画道路全般で東通線、西通線、なかなか少しずつ進んできて、

今後来年以降どの辺、もうちょっと用地取得の状況とか、東通線のほうをちょっともし教えていただければ。北

へ延びていくと思うんですが。 

○都市計画課長 都市計画道路につきましては、今年度東通線野村地区繰越分、終わりまして、今年度は当初予

算の中では工事費、盛っていないという状況でございました。今後でございますけれども、市街化区域を通る街

路部分はもうなから一通り終わっちゃっているのかなと、東通線、西通線につきましては。そうしますと、街路

事業としての取り組みができなくなっていきます。これが、法改正二、三年前にされまして、調整区域等の街路

事業につきましては、道路事業で行うようにということになっておりまして、そうすると一般の市道の道路事業

との枠の取り合いというような状況がございます。そうはいいましても、東西の幹線につきましては、国道１９

号線を補完していく幹線であるという位置づけで私どもも進めてきておりますので、国庫の補助金の状況を注視

する中で、できるところから始めて進めてまいりたいというふうに考えております。ちょっとまだ具体的には今

後中期戦略の中で箇所づけなんかにつきましても検討させていただきたいと思っておりますので、そんな状況で

ございます。 

○委員長 ありがとうございます。じゃあ、もう１点。北部地域拠点整備事業の中で、いわゆる宮本忠長設計事

務所のほうを採用してＣＬＴでしたっけ。合っているかな。木造のいわゆる擁壁です。あれ、採用したと思うん

ですが、これ実際に単なるいわゆる鉄筋の壁とかと比べて、大体どのぐらい費用が高いのかっていう話と、県内

でまだ生産工場とかはないけど今後使っていくとか、ちょっとその辺、どうなんですか。とりあえず北部拠点に

関して、どのぐらいの費用高になっているのかだけ教えてください。 

○まちづくり推進課長 北部拠点につきましては、現在実施設計のほうを進めている状況です。議員の皆様にも

お示ししたとおり、基本設計の段階からですね、間取りについてはおおむね余り移動がなく、大体の面積は確保

できて、今詳細について詰めている中でですね、なかなか事業費もこういった時代で高騰しているという中で、

必要最小限に抑えるということでですね、今ＣＬＴにつきましても、実際に２，０００万円程度ですね、通常の

ものよりＣＬＴにすることによって費用が上がってしまうということでですね、実際にですね、その辺も利用す

る側にですね、余りデザイン的なものでありますので、本当に必要かという部分をですね、今実施設計の中で、

ＣＬＴにするかどうかという部分を含めて検討しているところでありますけれども、長野県では初めてというこ

とで、何とかできれば、事業費がですね、ある程度おさまってくればやりたいという方向では考えているんです

けれども、やはり限られた財源の中で、塩尻市の財源も限りがありますので、その辺をちょっと比較しながら、

一応また方向性が決まりましたら議員の皆さんに御説明したいと思いますけれども。以上です。 

○委員長 済みません、２，０００万円というのは既存よりも、既存がお幾らで２，０００万円上乗せになる、

ちょっと元の金額、ちょっと教えてもらえますかね。 

○まちづくり推進課長 通常のもののベースよりもＣＬＴという構造躯体にした場合には、２，０００万円事業

費が上乗せになってしまうという、全体の中の２，０００万円上乗せになってしまうというような。 
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○委員長 例えば、この壁だと例えばね、鉄筋だと幾らだけどＣＬＴだと何割増しぐらいの話。 

○まちづくり推進課長 全体事業費でいきますと、今のところ外構を含めてですけれども、外構を含めた中の議

会の全員協議会のほうでお示している数字が７億５，７００万円という数字があるんですけれども、それをやる

ことによって２，０００万円上乗せになってしまうということで、７億７，０００万円という形の金額に設計額

がなってしまうということで、それがですね、いろんな部分を必要最低限に削っていくことで飲み込めればです

ね、できる方向でやりたいんですけれども、なかなかその辺は今検討中でございますので、御承知願いたいと思

います。 

○委員長 わかりました。これ、ちなみにＣＬＴ使うと、いわゆる補助金とか導入はあって２，０００万円って

いうことですかね。 

○まちづくり推進課長 補助金につきましては、現在北部拠点の整備事業、昔まち交と言われました社資を使っ

てやっておりまして、おおむね４０％の補助率となっております。これ、木造等々の県の補助金ですとか林野庁

の補助金ですとか、いろいろ調べる中でやりますと、おおむね３分の１ですとか、補助率が下がってしまうよう

な状況になりまして、県のほうもですね、林野庁の補助金ではりとかの現物支給をしてくれるというふうなもの

を、要するに塩尻の征矢野さんがつくっている接着重ね梁というような材料については県の認証をとっているよ

うな製品で、そういった製品は一応現物支給はいいですよということを言うんですけれども、なかなかですね、

金額的に３０万円、５０万円単位で１本だ、５本だというような、そんな程度の現物支給しかしてもらえません

ので、なかなかほかの補助事業を使うというのは厳しいような状況でございます。 

○委員長 わかりました。ＣＬＴの国会議員の促進議連の会長さんは石破元大臣だそうですので、また何かいい

補助金を使ってできれば、使ったほうがいいかよくわかりませんが、検討していただきたいと思います。 

では、ほかにはよろしいですかね、質問。 

そうしたら、一応当委員会に付託された中では、審査等はこの辺ですが、全体を通して、決算認定について何

か委員よりございますか。 

よろしいですかね。 

それでは、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第１号平成２８年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１号については、全員一致をもって認定すべきものと決しました。 

それでは、１０分間休憩します。 

午後 ３時５６分 休憩 

――――――――――― 

午後 ４時０３分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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議案第５号 平成２８年度塩尻市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

○委員長 引き続き、議案第５号平成２８年度塩尻市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

いたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、議案第５号平成２８年度塩尻市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

お願いいたします。決算書３４１ページになります。あわせまして決算資料１１３ページをお開きください。 

それでは、決算資料１１３ページから説明をいたします。簡易水道事業特別会計の概要でございます。 

総括事項としまして、平成２８年度事業は、楢川浄水場などの水道施設の適正な運転及び維持管理、また定期

的な水質検査などによる適正な浄水処理や漏水対策による効率的な水運用を図り、安全でおいしい水道水の安定

供給に努めてまいりました。また、塩尻市水道事業への統合につきましては、簡易水道事業の廃止や統合に伴う

関係条例、それから関係機関に手続を行い、平成２９年３月３１日をもって廃止をし、４月１日付で塩尻市水道

事業への統合をすることになりました。なお、会計処理につきましては、３月末をもって打ち切り決算とし、剰

余金や固定資産などを塩尻市水道事業へ引き継ぎを行いました。 

業務状況でございますけれども、平成２８年度末における給水戸数は前年度と比べ２１戸の減、１，００１戸、

給水人口は前年と比べ７８人減の２，４６４人、普及率は前年度より０．１ポイント増の９９．６％となりまし

た。また、年間総配水量につきましては２９万３，５４３立方メートルで、前年度と比べ１万９，３６５立方メ

ートル、７．１％の増となっております。年間有収水量は２２万８，００３立方メートルで、前年度と比べ５，

８２１立方メートル、２．５％の減となりました。 

次に、事業概況でございますけれども、水道事業への統合に向けた固定資産調査、それから水道料金システム

の改修、また施設の適正化に係るマッピングシステムの構築を引き続き行ってまいりました。 

それでは、決算書３４１ページをお願いします。平成２８年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

ては、歳入合計は８，３９４万７９０円、前年度と比べ、１２６万２，９２７円、１．５％の減となっており、

歳出合計は８，３６６万７，０５４円、前年度と比べ９６万６９７円、１．２％の増となりました。その結果、

歳入歳出差引額２７万３，７３６円は、剰余金として塩尻市水道事業会計へ引き継ぎを行いました。 

続きまして、３４６、３４７ページをお願いいたします。 

○委員長 課長、座っていただいて構いませんので。 

○経営管理課長 じゃあ、着座で失礼させていただきます。歳入の主なものについて説明いたします。１款使用

料及び手数料１項使用料１目簡易水道使用料の収入済額は４，１７９万６，０００円余となっており、その内訳

は備考欄に記載のとおり、現年度分使用料は４，１２２万５，０００円余、収納率９１．５４％、その下の滞納

繰越分使用料５７万円余は収納率３５．６９％、現年度と滞繰分と合わせた収納率は８９．６２％となっており

ます。いずれの収納率も前年度より低くなっておりますけれども、これは３月末で打ち切り決算としたことによ

り、３月末納期の口座振替分の４月の入金処理になることなど、４月、５月の出納閉鎖期間の収入が含まれてい

ないことなどによるものでございます。 

続きまして、２款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金の収入済額の３，１９７万３，０００円につき

ましては、総務省の繰出基準による一般会計からの繰出金でございます。 

次に、ページ飛びまして３５０、３５１ページをお願いいたします。歳出の主なものについて説明をいたしま
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す。１款経営管理費１項総務管理費１目一般管理費の備考欄の上から２つ目の白丸、一般管理事務費の３８９万

７，０００円余の主なものにつきましては、３つ下の黒ポツ、使用料徴収・収納委託料の２７３万９，０００円

で、塩尻市水道事業に委託している使用料徴収業務に係る委託でございます。 

次に、２項施設管理費１目維持管理費の備考欄の１つ目の白丸、量水器維持管理費の６４万６，０００円の主

なものは、２つ目の黒ポツ、検満メーター取替委託料の２８万円余につきましては、計量法による水道メーター

の使用期間が８年と定められておりますので、該当する３０本を取りかえた委託料で、塩尻市水道事業協同組合

に委託をしたものでございます。また、その下の黒ポツ、メーター費の３３万９，０００円余につきましては、

次年度に取りかえ予定の２９個のメーターの購入費でございます。私からは以上でございます。 

○上水道課長 それでは２番目の白丸、浄水施設等維持管理費９８４万８，５６６円について御説明をさせてい

ただきます。主なものにつきまして、上から５番目の黒ポツ、営繕修繕費３２３万４，６００円につきましては、

楢川浄水場膜ろ過装置の修繕、楢川支所流量計室ＵＰＳ取替、楢川峠ポンプ室水位信号回路の修繕を行ったもの

です。それから６つ下の水質検査委託料につきまして、２９８万６，７８６円につきましては、水道法に基づく

水質検査をそれぞれ行ったものです。 

一番下の白丸、施設整備維持管理費２５０万３，０３３円につきましては、１つ目の黒ポツ、漏水調査委託料

としまして楢川地区の漏水調査、また２つ目の黒ポツ、管路補修等工事につきましては、楢川地区の消火栓新設

工事等を行ったものです。 

続きまして、決算書の３５２ページ、３５３ページお願いいたします。白丸、情報化推進事業５９１万８，４

００円につきましては、１つ目の黒ポツといたしまして、マッピングシステム構築委託料、楢川地区のマッピン

グ整備を行ったものです。また、その下の黒ポツ、水道施設資産台帳整備委託料につきましては、簡易水道事業

統合に伴います水道料金システムの改修及び水道施設資産台帳整備をそれぞれ行ったものです。私からは以上で

す。 

○経営管理課長 その下の２款公債費１項公債費の支出済額５，７０９万４，０００円余につきましては、備考

欄に記載のとおり、長期債の元金償還金３，８９１万５，０００円余とその下の利子償還金１，８１７万８，０

００円余でございます。説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、委員より質問ございますか。 

○永井泰仁委員 ３５１ページのですね、浄水場の膜ろ過装置の修繕料ということで、ほかの浄水場は、この膜

ろ過装置は使っていないと思うんですが、これ、新しくなってから何年間でこういう形の修理になったもんでし

ょうか。 

○浄水担当課長 楢川浄水場は平成２０年に完成しております。それから、未修繕の箇所でございますが、エア

ーで逆洗等々しておるんですが、そのエアーレギュレーター、その３台がもう経年劣化でちょっと摩耗しており

まして、ちょっと運転動作が不備になってきたということでございます。いずれにしてもメーカー推奨では、や

はり３年から５年に更新していったほうがいいという話は聞いております。以上となります。 

○永井泰仁委員 そうすると、これはですね、エアーの装置や何かの劣化ということで、水質的に濁度がかなり

上がってきての負荷がうんとかかったという判断ではないということですか。原水の水質はどうでしょう。 

○浄水担当課長 平成２８年につきましては、楢川の原水、高濁度で困るということはありませんでした。です
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が、膜自体がセラミック膜でございます。セラミック膜ですので、薬品洗浄さえしていれば機能を維持できるま

でに回復することができます。ですので、今回の修繕にかかわるものにつきましては、その膜のユニットを動か

すエアー関係のレギュレーター等々の部分的な修繕でございます。雑駁な説明で済みません。 

○永井泰仁委員 それからですね、一番下の消火栓新設工事ですが、１６２万円ほど計上されていますが、これ

は何基新設されたものですか。 

○委員長 できたら場所もあわせて。 

○上水道課長 済みません。ちょっと調べさせていただきますので、しばらくお待ちください。 

失礼しました。贄川地区で１基の新設になります。 

○永井泰仁委員 楢川地区全体はですね、人家が連担をしているところでございますし、それから今度浄水場、

配管等もですね、かなり改善されたもんですから、消火栓の設置が出てきたらですね、積極的に設置できる場所

であれば、今後も対処しておいたほうが安全上もいいと思いますので、そんなことで、簡水とは言いながらやが

て上水にもなりますし、消火栓についてはね、また消防のほうと連携してできるだけの対応をしてやってほしい

なというふうに思います。これは要望で結構ですが。 

○委員長 要望でお願いいたします。 

○篠原敏宏委員 この簡易水道事業を閉めて上水道に統合していただいたということで、これは長年の懸案でも

ありましたし、合併の折にもですね、簡水の行方については本当に心配をしてきたところでありますが、これで

住民としても、また旧職員としても一区切りのありがたいあれかなと思って感謝を申し上げます。 

その中で、閉める時点の状況ということで一、二点お伺いをいたしますが、水源の施設は、何回か行って現場

を見ていますし、状況を知らないわけではないですが、あそこは状況は、今どんな評価というか、していますで

しょうか。 

○委員長 評価っていうか、今後の使用をどうするかっていうことですよね。 

○篠原敏宏委員 そうですね。補足しますと、橋戸沢のかなり奥のところで水をとっていまして、堰堤築造して、

そこから水をとっていますが、まずあの施設自体はかなり老朽化をしていまして、取り入れのところは見える部

分、今のところ大丈夫だし、いい水はとれているんじゃないかなと思いますが、今後ずっと使っていく中では、

浄水場が新しくなって、管路、導水管も新しくなってっていうと、最後に水源が心配になるのかなという、そう

いう心配です。そういうことの中では、途中の道も、導水管が入っている道も洪水で流されたり、いろいろ今ま

で紆余曲折してきたあれがありますのでね、そういう意味で、あそこが閉じてしまうと非常に心配な状況ではあ

りましたので、そこら辺の見通しであります。 

○水道事業部長 平成の１８年７月豪雨のときでしたか、橋戸水源から来るところの水源の導水管が流されたと

いうことで、ちょうど私、楢川支所のほうに勤務させていただきまして、当時の水道事業部のほうで給水車を出

したりとか、応急給水体制でもってやっていたということで、私は断水舗装とか給水舗装とか、そういったのの

バックアップをさせていただいたことが記憶にございます。 

今、橋戸水源の話ですけども、私、橋戸水源の状況につきましては、市内でもいい水源のつくりをしているな

っていうふうに率直に思っております。というのは、境沢水源の取水堰堤に比べますと、橋戸水源のほうは、こ

んなところでこんなにでっかいいい堰堤ができているだねっていうのが正直な感想でございます。そこで、橋戸
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水源のほうの取水方法につきましても、スクリーンもしっかりつけてやっておりますし、あそこのしゅんせつに

つきましても、係のほうで年に１回、業者のほうへ行って重機借上げでしゅんせつしているということをやりま

すので、当分の間は現状維持で使わせていただくという形で、ただ下流側のほうの部分で少し大きな石が落ちた

りとかっていうところの部分もありますので、そういったものの劣化状況を見ながら今後また補修等を考えてい

きたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

○篠原敏宏委員 全くそのとおりです。そういう意味で、住民としても心配をしておりますが、ぜひ今後のメン

テ含めてですね、御配慮いただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

あと、よろしいですか。マッピングシステム、これも懸案であって、途中の中の現場の調査とか、そういうこ

とも含めて大変な作業をやっていただいたなっていうふうに思いますが、これもさっきの統合型ＧＩＳには無事

搭載されて使えるようになったと、そういう理解でよろしいですか。 

○上水道課長 一緒になりました。 

○篠原敏宏委員 あと水源の問題で、もう１つは予備水源として楢川では奈良井の小さな沢からも一時はとって

いましたし、贄川水源が予備水源として機能していた時期もあったんですが、今はもう一切あの施設は使わない

という理解でよろしいですか。 

○水道事業部長 まず、楢川浄水場の関係の予備水源であります沓沢のほうについては、予備はとっております。

ちょうど前の奈良井公民館の上へ上がったところですね。そこについては、今も生きている状態でございます。

これは、地元のほうとも話をしながらやっております。贄川のほうの水源につきましては、現状は、それをもし

廃止する分については地元のほうと協議をして、じゃあその施設をどうするかというところで協議が必要だとい

うふうに思っておりますので、そちらのほうについては地元と話し合いを進めながら、どのようにやっていくか、

また場所がああいう場所だもんですから、取り壊しっていっても重機が入っていけないような状況でございます

ので、もし取り壊しだということになると非常にお金がかかるということで、まして地元のほうとしては水が欲

しいという意見も聞いておりますので、そこらへんも今後調整していきながら対応したいと思っております。 

○篠原敏宏委員 了解しました。じゃあ、水沢のほうは当分今の状態を維持をするという方向ですね。沓沢のほ

うは少し林道自体が途中で土石流じゃないけど、あの災害のときも流されたり、それがあるんで、あれをずっと

いい状態で維持していくっていうことも難しいのかなっていうふうに見ていますが、一応予備水源としては機能

しておりましたので、それも今のお話を聞いて少し安心しましたし、そんなことで、ありがとうございます。よ

ろしくお願いししたいと思います。以上です。 

○柴田博委員 現在の浄水施設ができてからだと思うんですけれども、今の施設については常駐で人は多分配置

されていないと思うんですが、初歩的な質問ですけども、その管理についてはどんな感じでやられているのか、

ほかの浄水場と違うような点があれば、ちょっと聞かせていただきたいです。 

○浄水担当課長 確かに今、無人の浄水場になっております。旧市内、ほかの浄水場、上西条浄水場もあります。

片丘浄水場もございます。ほかの浄水場もそうですが、テレメーターで運転状況を床尾浄水場で集中監視させて

いただいております。一番、膜ろ過施設、結構当初のお金はかかったんですが、設定等々さえちゃんとしておけ

ば十分に自動運転ができます。自動で運転できるメリットとして膜ろ過を選ばさせていただきました。もし、や

はり先ほどのエアーレギュレーターとか、ちょっとした故障等があれば観測しているセンサーに反応しますので、
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その都度私ども、床尾のほうから飛んでいく。それと週２回は必ず楢川方面の水源を含めての点検をしておりま

す。それにちょうど合致すれば、すぐそこにいますので、そちらで対応できるというような形で今、管理をして

おりますので、ほかの施設と同じくテレメーターで集中監視した中で対応しております。また集中監視の中で、

カメラで金魚、毒物を入れられたら困るなということでバイオアッセイをしております。そこもずっとカメラで

監視しておりますので、そんなことで御理解いただきたいと思います。 

○柴田博委員 それとですね、今、経営そのものはもう上水道のほうで１つになったわけですけれども、管路は

つながってはいないんですよね。それで、もし今の浄水施設が事故とか、毒を入れる人は余りいないとは思いま

すけど、使えなくなったような場合には、こちらから水を持っていかなきゃいけないと思うんですが、その辺の

ときのための準備というのは、何かされていますか。 

○上水道課長 御存じのとおりに地形的な関係で、どうしても北側のほうが低い状態になっています。こちらか

らポンプアップして、逆にポンプで圧送するっていうことになりますと、管路にも悪影響を与えます。また、逆

送したときには濁りとかがまた発生したりします。ですので、今のところその管を接続してどうのこうのという

ことは考えておりません。かなりのいろいろな問題が発生するということから、今のところ給水車を使って、先

ほどの贄川浄水場のあったすぐ下には配水池がまだ生きております。そこへ入れたりとか、配水池施設を利用し

ながら、そちらのほうに補給するような形になるかなとは思っておりますが。そんなような、今のところはっき

りした計画は立っておりませんが、よろしくお願いいたします。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

よろしいですかね。 

それでは、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第５号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５号については、全員一致をもって認定すべきものと決しました。 

本日の会議は、ここまでといたします。 

じゃあ、明日１０時より開催をいたしますのでお願いいたします。 

あと、各委員に申し上げます。あす審査終了後、協議会を１件、Ｆパワー関連というか山のお宝ステーション

の関連で開催の申し入れがありますので、開催をする予定です。以上です。お疲れさまでした。 

午後 ４時２７分 閉会 
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平成２９年９月１４日（木） 

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

 

産業建設委員会委員長  金子  勝寿  印 

 

 


